
漢
代
の
裁
判
文
書
「
袋
書
」

1
一
戊
卒
に
よ
る
売
買
を
手
掛
か
り
に
ー
ー

鷹

取

祐

司

門
要
約
】
　
戦
国
か
ら
清
朝
に
到
る
中
国
の
裁
判
で
は
、
被
疑
者
に
有
罪
を
宣
告
す
る
際
に
は
本
人
の
自
白
が
必
要
と
さ
れ
、
被
疑
者
の
自
認
を
以
て
裁
判

は
終
結
し
た
。
取
調
べ
が
即
ち
審
理
で
あ
り
、
自
白
を
得
る
た
め
の
尋
問
は
不
可
欠
の
手
続
き
で
あ
る
。
秦
漢
時
代
の
裁
判
手
続
き
も
同
様
で
あ
る
が
、

居
延
漢
簡
に
見
え
る
回
状
の
事
例
に
は
、
豊
里
聖
者
が
尋
問
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
事
例
が
あ
る
。
一
方
、
そ
れ
と
同
一
の
挙
劾
内
容
に
関
し
て

「
早
書
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
袋
書
」
作
成
は
通
常
の
裁
判
手
続
き
の
一
部
分
で
あ
る
か
ら
、
被
疑
者
の
尋
問
は
「
袈
書
」
作
成
の
方
法
の
一

つ
に
過
ぎ
ず
、
「
蔵
書
」
こ
そ
が
裁
判
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
「
愛
書
」
の
持
つ
機
能
を
、
馬
瀬
漢
簡
に
見

え
る
債
権
回
収
の
事
例
を
手
掛
か
り
に
考
察
す
る
。
債
権
回
収
に
お
い
て
「
袋
書
」
は
契
約
書
と
同
等
の
事
実
保
証
力
を
持
ち
「
紛
う
か
た
無
き
真
実
」

と
見
な
さ
れ
た
。
か
か
る
愛
書
の
機
能
か
ら
裁
判
手
続
き
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
従
来
の
裁
判
と
は
異
な
る
裁
判
手
続
き
の
存
在
が
想
定
さ
れ
得
る
の

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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は
　
じ
　
め
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①

中
国
の
戦
国
時
代
か
ら
清
朝
に
到
る
裁
判
制
度
の
特
徴
は
お
よ
そ
以
下
の
如
く
指
摘
さ
れ
る
。
裁
判
は
告
発
・
嘉
定
等
の
訴
え
を
待
っ
て
開

始
さ
れ
る
不
告
不
理
が
原
則
で
あ
る
。
被
疑
者
を
有
罪
と
す
る
た
め
に
は
本
人
の
自
白
が
必
要
と
さ
れ
、
自
認
し
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
罪
に

問
わ
れ
な
い

そ
れ
故
に
、
法
律
上
の
制
限
は
存
在
す
る
も
の
の
拷
問
は
自
白
強
要
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
冤
罪
を
生
む
原
因
と
な
っ
た
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…
1
。
例
外
的
に
、
罪
状
明
白
で
疑
い
の
余
地
が
無
い
に
も
拘
わ
ら
ず
自
認
し
な
い
場
合
の
み
証
拠
だ
け
で
罪
を
定
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

た
。
従
っ
て
、
裁
判
官
の
任
務
は
被
疑
者
に
真
実
を
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
裁
判
は
被
疑
者
の
自
認
を
以
て
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
所
謂

刑
事
裁
判
と
民
事
裁
判
は
刑
罰
程
度
の
差
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
み
で
、
刑
事
・
民
事
な
ど
の
案
件
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
裁
判
手
続
き
が
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
に
つ
い
て
は
、
覗
史
記
』
及
び
咽
漢
書
』
誓
湯
伝
の
鼠
裁
判
の
記
事
か
ら
、
得
（
逮
捕
）
・
劾
（
挙
劾
）
・
掠
治
（
尋

問
）
・
伝
袋
書
・
訊
鞠
（
審
理
）
・
論
報
（
決
罪
）
と
い
う
手
続
き
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
雲
夢
秦
野
の
発
見
に
よ
っ
て
具
体
的
手
続
き

の
復
原
が
可
能
と
な
っ
た
。
雲
叢
駆
馳
に
見
え
る
裁
判
手
続
き
で
も
、
「
告
」
を
以
て
裁
判
手
続
き
が
開
始
さ
れ
、
裁
判
の
審
理
は
被
疑
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
③

自
白
を
以
て
終
了
し
た
。
こ
の
点
、
先
述
の
裁
判
手
続
き
に
同
じ
い
。

　
漢
代
の
裁
判
史
料
は
こ
の
鼠
裁
判
以
外
に
無
か
っ
た
が
、
一
九
七
三
・
七
四
年
出
土
の
居
延
漢
簡
に
含
ま
れ
る
国
状
と
総
称
さ
れ
る
一
連
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

簡
は
、
鼠
裁
判
の
「
劾
」
に
当
た
る
挙
劾
（
告
発
）
の
文
書
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
先
に
こ
の
劾
状
関
係
文
書
の
検
討
を
行
っ
た
が
、
一
般
に
一

括
し
て
劾
状
と
呼
ば
れ
る
こ
の
劾
状
関
係
文
書
は
、
挙
判
者
（
告
発
者
）
が
被
蓋
判
者
の
違
法
行
為
を
指
摘
し
た
「
告
発
状
」
と
、
違
法
行
為

発
覚
の
状
況
説
明
に
当
た
る
「
錦
茸
」
と
の
二
つ
の
文
書
で
構
成
さ
れ
（
以
下
、
状
況
説
明
の
文
書
を
「
輪
状
」
、
こ
の
「
触
状
」
と
「
告
発
状
」
と

で
構
成
さ
れ
る
全
体
を
劾
状
関
係
文
書
と
称
す
）
、
「
告
発
状
」
は
備
畜
者
か
ら
直
接
県
附
設
の
獄
へ
、
「
掌
状
」
は
挙
盛
者
の
所
属
す
る
軍
政
機
関

の
候
官
を
経
由
し
て
県
へ
送
付
さ
れ
て
お
り
、
被
壁
厚
者
は
逃
亡
中
の
場
合
を
除
き
県
獄
へ
護
送
さ
れ
て
い
た
。

　
鼠
裁
判
の
記
事
と
漢
簡
の
こ
の
劾
状
関
係
文
書
は
そ
の
資
料
的
性
格
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
安
易
な
結
合
は
謹
む
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
こ
か
ら
展
望
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
比
量
関
係
文
書
で
は
、
挙
劾
者
が
違
法
行
為
を
知
見
し
た
時
点
で
「
劾
状
」
と
「
告

発
状
」
を
作
成
し
て
県
と
県
勢
へ
送
付
し
、
被
彫
劾
者
（
違
法
行
為
者
）
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
身
柄
を
県
獄
へ
連
行
し
て
い
る
。

こ
の
手
続
き
は
鼠
裁
判
の
「
得
」
と
「
劾
」
に
当
た
る
が
、
選
挙
劾
者
未
逮
捕
の
場
合
も
挙
劾
さ
れ
て
い
る
の
で
、
挙
劾
手
続
き
は
逮
捕
と
は

独
立
し
て
行
わ
れ
る
。
愛
器
者
の
行
う
の
は
「
劾
」
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
次
の
「
掠
奪
」
は
被
挙
劾
者
が
連
行
さ
れ
た
県
獄
に
お
い
て
行
わ
れ
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挙
劾
者挙劾

劾逮得三三

↓

県
獄掠

治
取
調
べ

代代の裁判文書「裳害」（鷹取）

↓

県
廷訊

鞠
↓
鴬
遷

審
理
　
　
　
決
罪

た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
「
伝
袈
書
」
は
県
獄
か
ら
「
訊
鞠
論
報
」

を
行
う
県
廷
へ
の
裳
書
の
送
付
と
な
る
。
こ
の
県
廷
に
劾
状
関
係
文
書
で
は

挙
劾
者
か
ら
「
劾
状
」
が
送
付
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
図
示
す
る
と

上
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
図
に
見
え
る
裁
判
手
続
き
も
先
述
の
枠
を
超
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
劾

状
関
係
文
書
の
中
に
は
、
県
獄
で
の
掠
治
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

事
例
が
あ
る
。
甲
渠
候
官
町
史
夏
侯
課
に
よ
る
士
吏
濡
匡
の
挙
劾
で
、
被
挙

劾
者
薦
匡
が
逃
亡
中
で
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
県
獄
へ
護
送
さ
れ
た
形
跡
が
無

い
。
た
だ
、
こ
れ
は
他
に
多
く
見
ら
れ
る
飛
事
的
違
法
行
為
で
は
な
く
、

「
軟
弱
不
任
吏
職
以
令
斥
免
」
と
記
さ
れ
る
職
務
不
履
行
に
対
す
る
挙
劾
で

あ
る
。
一
方
で
、
同
じ
「
軟
弱
不
任
吏
職
厳
令
斥
免
」
に
関
し
て
候
官
の
令
史
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
笈
書
の
例
が
ー
ー
凋
匡
本
人
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
も
の
で
は
な
い
が
一
…
居
五
障
の
中
に
見
ら
れ
る
。
管
状
関
係
文
書
の
中
で
町
域
さ
れ
て
い
る
違
法
行
為
に
対
応
す
る
袈
書
の
例
は
こ
の

「
軟
弱
不
任
期
金
繰
令
斥
免
」
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
面
罵
内
容
の
髪
書
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
即
ち
、
被
挙
劾
者
が
県
獄
へ
護
送

さ
れ
て
い
な
い
「
軟
弱
不
任
吏
職
以
滋
養
免
」
の
挙
劾
で
は
海
面
の
事
例
が
存
在
す
る
が
、
被
挙
劾
者
が
県
獄
に
護
送
さ
れ
て
い
る
他
の
言
出

案
件
で
は
裳
書
の
事
例
は
見
え
な
い
。
こ
こ
に
、
「
軟
弱
不
任
吏
量
見
令
斥
免
」
愛
書
の
作
成
が
、
被
此
面
者
の
県
獄
護
送
と
尋
問
及
び
県
評

で
の
裳
書
作
成
に
等
置
さ
れ
る
手
続
き
で
あ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
先
の
裁
判
図
式
で
い
え
ば
、
被
疑
者
の
自
白
を
引
き
出
す
た
め
の
掠
治

は
必
須
の
裁
判
手
続
き
で
は
な
く
、
数
あ
る
袋
鼠
作
成
方
法
の
一
形
態
に
過
ぎ
ず
、
袋
書
の
作
成
こ
そ
が
必
須
の
裁
判
手
続
き
な
の
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
、
「
軟
弱
不
任
吏
職
以
思
量
免
」
の
淫
書
は
早
宮
の
吏
で
あ
る
令
史
に
よ
る
四
七
聖
者
の
職
務
不
履
行
事
実
の
記
載
で
あ
っ
て
、

斥
免
さ
れ
た
本
人
の
自
認
の
供
述
、
即
ち
有
罪
宣
雪
に
お
い
て
不
可
欠
の
は
ず
の
自
白
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
自
白
に
基
づ
か
な
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い
、
証
拠
だ
け
に
よ
る
裁
判
の
存
在
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
裳
書
作
成
に
際
し
て
被
疑
者
尋
問
を
実
施
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
の
両
方
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
共
通
し
て
作
成

さ
れ
る
愛
書
こ
そ
が
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
葉
書
の
考
察

が
漢
代
裁
判
制
度
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
か
か
る
展
望
の
も
と
、
本
稿
で
は
裁
判
に
お
い
て
袋
書
の
果
た
す
機
能
を
考
察
す
る
。
訳
書
は
裁
判
関
係
に
限
定
さ
れ
ず
様
々
な
場
合
に
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

成
さ
れ
る
「
公
証
書
」
と
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
事
例
の
多
く
見
ら
れ
る
債
権
回
収
に
関
す
る
誓
書
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
漢
意
、
居
延
地

区
で
国
境
警
備
に
従
事
し
た
吏
卒
や
在
地
民
間
人
の
間
で
掛
売
買
（
掛
売
り
・
掛
買
い
）
や
現
金
貸
借
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
の
代
金
や
債

郡

「県
県

5
尉
府
－
候
官

都
尉

候
（
郭
候
）

老齢
（
塞
尉
）

端紅
吏

令
史

尉
史

部

候候
史七

三
…

黙
長

権
の
回
収
を
官
が
代
行
し
て
い
る
例
が
千
丁
す
る
。
そ
の
う
ち
債
権
の
回
収

は
債
務
者
の
尋
問
が
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
公
権
力
に
よ
る
問
題
の

解
明
・
解
決
と
い
う
意
味
で
裁
判
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
回
収
に

関
す
る
震
書
を
本
稿
の
考
察
対
象
に
し
た
所
以
で
あ
る
。
そ
の
官
に
よ
る
債

権
回
収
命
令
の
中
に
「
不
服
、
移
自
証
裳
書
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
、
債

務
を
承
服
し
な
い
場
合
に
は
自
証
裳
書
の
作
成
・
送
付
が
命
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
債
務
不
承
認
な
ら
ば
自
証
袋
書
の
作
成
・
送
付
が
常

に
命
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
債
権
回
収
に
際
し
て
自
証
裳
書
作
成

が
命
じ
ら
れ
る
場
合
の
条
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
髪
書
の
持
つ
機

能
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
。

　
本
稿
は
漢
代
裁
判
制
度
の
研
究
と
し
て
如
上
の
意
義
を
持
つ
が
、
簡
腰
研

究
と
い
う
面
で
も
次
の
如
き
意
義
を
持
つ
。
簡
憤
研
究
は
簡
腰
に
記
載
さ
れ
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た
語
を
文
献
の
中
で
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
古
文
書
学
的
視
点
か
ら
簡
機
を
文
書
と
し
て
捉
え
書
式
を
基
準
と
す
る
簡
横
の
分
類
集
成

へ
と
進
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
確
か
に
よ
り
多
く
の
簡
騰
断
片
も
利
用
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
精
細
な
考
察
の
対
象
は
主
に
冊
書
と

し
て
復
原
可
能
な
文
書
で
、
帳
簿
簡
や
言
書
を
為
さ
な
い
孤
立
し
た
文
書
簡
は
分
類
集
成
さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
分
析
は
あ
ま
り
行
わ

れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
は
、
従
来
集
成
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
帳
簿
簡
に
対
し
て
そ
の
書
式
と
文
言
と
を
手
掛
か
り
に
分
析
を

加
え
、
帳
簿
の
作
成
目
的
や
機
能
を
考
察
し
帳
簿
作
成
の
背
景
と
な
っ
た
制
度
自
体
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
文
書
分
析
の
試
み
で
も
あ
る
。

　
な
お
、
本
文
中
に
使
用
す
る
記
号
は
、
1
1
が
前
行
か
ら
の
連
続
、
Z
が
簡
の
切
断
、
□
が
釈
読
不
明
の
一
字
、
…
…
が
釈
読
・
字
数
と
も
に

不
明
の
部
分
を
意
味
す
る
。
本
稿
に
関
係
す
る
範
囲
の
統
治
組
織
は
潜
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
仁
井
田
陞
「
中
国
法
制
史
三
曲
刑
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
九
五
九
）
、
　
　
　
建
武
五
年
五
月
乙
亥
朔
丁
丑
主
官
令
法
調
敢
言
之
　
　
国
■
℃
■
同
①
。
。
蒜

　
　
滋
賀
秀
三
「
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
；
そ
の
行
政
的
性
格
。
若
干
の
沿
革
的
考
　
　
　
　
　
　
謹
仲
直
状
一
編
敢
言
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
■
勺
’
↓
①
c
。
』

　
　
察
を
含
め
て
一
一
（
同
著
『
清
鑑
中
国
の
法
と
裁
判
縣
創
文
社
　
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
五
月
丁
刺
繍
渠
守
候
博
移
厨
撒
播
移
如
律
令
　
　
／
北
面
　
　
中
即
↓
①
c
。
一
ω

　
　
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
「
劾
状
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
勺
．
6
①
c
o
”
“

②
門
史
記
」
巻
＝
三
酷
吏
列
伝
張
湯
浦
「
張
湯
量
、
杜
人
也
。
其
父
為
長
安

　
丞
、
出
、
湯
為
児
守
舎
。
還
而
鼠
盗
肉
、
其
父
怒
、
答
湯
。
湯
掘
窟
得
盗
鼠
及
余

　
肉
、
劾
鼠
掠
治
、
伝
搬
書
、
訊
鞠
善
報
、
井
薄
鼠
与
肉
、
具
諺
語
堂
下
。
其
父
見

　
之
、
視
其
文
辞
知
老
獄
吏
、
大
驚
、
遂
使
書
獄
。
」

③
籾
山
明
「
秦
の
裁
判
制
度
の
復
元
」
（
林
巳
奈
夫
編
『
戦
国
品
目
出
土
文
物
の

　
研
究
』
京
都
大
学
入
文
科
学
研
究
所
一
九
八
五
）
。

④
拙
稿
門
居
延
漢
簡
劾
状
関
係
冊
書
の
復
原
」
（
『
史
林
」
七
九
一
五
｝
九
九

　
六
）
。

⑤
幽
状
僻
公
認
屠
愛
縁
汗
黒
年
紺
九
歳
姓
藩
侯
氏
爲
甲
渠
　
悶
．
℃
’
円
①
。
。
”
り

　
　
候
官
斗
食
令
史
署
主
窟
以
主
領
吏
備
盗
賊
爲
職
士
吏
醤
匡
　
国
．
℃
．
目
①
。
。
」
O

　
　
福
建
圃
累
大
竹
州
ト
｛
戊
山
州
年
七
月
壬
辰
除
署
一
第
山
－
部
士
吏
案
匡
一
　
　
南
．
℃
．
↓
①
C
Q
り
一
一

　
　
軟
弱
不
一
吏
他
面
令
輪
廻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
■
同
①
○
。
　
冨

　
　
建
武
五
年
五
月
乙
亥
朔
丁
無
主
官
令
史
課
劾
移

　
　
梅
擬
獄
以
律
令
從
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
■
↓
①
c
。
一
。
。

　
　
甲
渠
塞
百
石
士
吏
居
延
安
國
里
公
乗
礪
匡
年
珊
二
歳
始
建
雨
天
鳳
上
戊
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
↓
①
c
Q
H
癖

　
　
三
月
己
亥
除
署
第
四
部
病
歎
短
氣
主
膳
細
紐
裏
曲
呼
　
　
　
　
即
℃
．
目
①
。
。
愚

　
　
七
月
□
□
除
法
第
十
部
下
吏
□
匡
軟
弱
不
任
吏
職
以
令
斥
免
　
じ
弓
．
勺
．
同
①
。
。
”
①

　
　
　
（
以
上
「
告
発
状
」
）

⑥
建
武
黍
年
十
月
辛
酉
朔
壬
戌
主
官
令
史
輝
敢
言
之
髪
書
不
侵
候
長
居
延
中
宿
里

　
観
m
業
虫
亭
喉
黍
所
断
呼
露
盤
治
兵
器
不
感
持
案
業
軟
弱
不
任
吏
職
以
令
斥
免
宜

　
勤
口
裳
書
敢

　
言
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
℃
．
閃
b
⊃
卜
⊃
一
①
G
。
り
ゃ
南
．
℃
．
悔
N
ド
刈
O
O

⑦
籾
山
明
「
笈
書
薪
探
一
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
一
」
（
門
東
洋
史
研
究
』
五
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一
－
三
　
一
九
九
二
）
参
照
。一

　
債
権
回
収
の
二
つ
の
方
法

6 （810）

　
戌
辺
就
役
の
為
に
居
延
に
赴
い
た
成
卒
と
在
地
吏
民
と
の
間
で
は
、
物
品
売
買
や
金
銭
貸
借
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
私
的
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

為
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
代
金
や
債
権
の
回
収
は
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
回
収
手
続
き
に
於
い
て
様
々
な
文
書
・
帳
簿
が
作
成
さ
れ

　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
た
が
、
次
の
簡
1
は
そ
の
中
の
債
権
圓
収
命
令
で
あ
る
。
文
中
の
「
責
」
は
「
債
」
で
債
権
の
存
在
を
意
味
す
る
。

　
　
1
　
発
延
元
年
十
月
甲
午
朔
戊
午
豪
佗
守
候
護
移
肩
水
城
官
吏
自
言
責
薔
夫
官
軍
如
牒
書
到

　
　
　
　
験
問
牧
責
報
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝
O
①
・
り
》
（
》
ω
窃
）

こ
の
簡
は
豪
佗
郵
候
心
得
の
護
か
ら
肩
水
城
官
（
都
尉
庵
）
へ
送
ら
れ
た
文
書
で
、
「
（
豪
佗
官
憲
所
属
の
）
吏
が
、
（
肩
水
都
爆
薬
所
属
の
）
畜

夫
牽
曼
に
対
し
債
権
が
あ
る
と
自
学
し
た
。
詳
細
は
別
冊
の
通
り
。
こ
の
文
書
が
到
着
し
た
ら
、
（
畜
墨
黒
曇
を
）
尋
問
し
債
権
を
回
収
し
て

報
告
せ
よ
」
と
あ
る
。
次
も
同
じ
く
債
権
回
収
命
令
で
あ
る
。

　
　
2
　
更
始
二
年
四
月
乙
亥
朔
辛
丑
甲
渠
郭
守
候
塞
尉
二
人
移
氏
口
口
日
日
□
挿
図

　
　
　
　
□
□
□
史
験
問
牧
責
報
不
服
移
自
讃
袈
書
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
．
℃
・
9
ω
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
れ
は
三
聖
郵
候
心
得
の
塞
尉
二
人
が
蝉
茸
県
に
送
っ
た
文
書
で
あ
る
。
律
を
引
用
し
た
後
に
具
体
的
な
債
権
内
容
の
記
載
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
後
に
簡
1
と
同
じ
債
権
回
収
の
命
令
文
言
「
験
問
収
責
報
」
が
来
て
い
る
。
簡
2
で
は
さ
ら
に
「
不
服
移
自
謹
愛
書
」
と
い
う

命
令
文
言
が
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
文
言
は
「
債
務
を
承
服
し
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
髪
書
に
よ
っ
て
自
証
し
送
付
せ
よ
」
と
い
う

　
　
⑤
　
　
　
　
⑥

意
味
で
、
債
務
者
が
債
務
不
承
認
な
ら
ば
自
証
聖
書
の
作
成
・
送
付
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
簡
1
に
は
こ
の
文
言
は
無
く
、
債
務
不
承
認

で
も
自
証
昏
々
の
作
成
・
送
付
は
必
要
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
自
証
異
書
と
は
「
自
己
に
か
け
ら
れ
た
嫌
疑
等
に
つ
い
て
釈
明
・
証
言

　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

す
る
裏
書
」
で
、
そ
の
証
雷
内
容
に
対
し
て
は
証
不
言
請
律
が
適
用
さ
れ
、
も
し
も
証
言
が
虚
偽
で
あ
っ
た
場
合
に
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
も



漢代の裁判文書「愛書」（鷹取）

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
債
権
回
収
命
令
と
そ
の
報
告
に
お
い
て
、
自
証
愛
書
の
作
成
・
送
付
を
求
め
る
場
合
と
求
め
な
い
場
合
と
が
あ
る
が
、
こ
の
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
は
債
権
の
申
立
形
態
の
違
い
に
由
来
す
る
。
次
の
二
簡
は
発
信
文
書
を
記
録
し
た
発
信
日
簿
で
あ
る
が
、
債
権
申
立
の
表
記
に
「
自
言
責
」

と
単
な
る
「
責
」
と
が
あ
る
。

　
　
3
　
圃
等
自
言
責
亭
長
董
子
游
等
各
如
牒
移
居
延
鰯
一
事
一
封
　
五
月
戊
子
尉
二
審
封
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
価
・
霜
（
〉
○
。
）

　
　
4
　
　
徒
王
禁
責
誠
北
候
長
東
門
輔
銭
不
服

　
　
　
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵
一
事
　
封
　
四
月
癸
酒
面
史
潮
奏
封

　
　
　
　
　
移
自
謹
袋
書
會
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駅
Φ
・
一
（
》
c
Q
）

簡
3
は
只
某
）
等
が
亭
長
董
子
游
等
に
債
権
が
あ
る
と
誓
言
し
て
い
る
。
詳
細
は
各
々
別
冊
の
通
り
。
居
延
に
通
知
す
る
」
と
あ
り
、
配
下

の
吏
卒
が
面
長
董
子
游
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
債
権
の
回
収
を
、
甲
西
候
官
が
董
子
游
の
所
属
す
る
居
延
に
依
頼
し
た
文
書
の
発
信
記
録
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
債
権
の
申
立
が
「
自
言
責
」
と
表
現
さ
れ
、
自
証
袋
書
の
作
成
・
送
付
は
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
簡
4
は

「
徒
王
禁
が
誠
藩
候
長
東
門
輔
に
対
し
て
銭
を
貸
し
て
い
る
。
（
東
門
輔
が
債
務
を
）
承
服
し
な
い
場
合
は
自
讃
密
書
を
送
付
せ
よ
。
今
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

臓
に
出
頭
せ
よ
」
と
、
債
務
者
東
門
輔
が
債
務
不
承
認
な
ら
ば
自
証
袋
書
の
作
成
・
送
付
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
債
権
申
立
は

「
貴
」
と
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
「
立
言
」
の
語
は
無
い
。
こ
れ
ら
の
発
信
日
簿
に
記
載
さ
れ
る
文
書
内
容
は
あ
く
ま
で
節
録
で
あ
る
が
、
文
書

そ
の
も
の
に
お
い
て
も
や
は
り
こ
の
対
応
関
係
は
見
ら
れ
る
。

　
　
5
　
団
平
日
大
昌
里
男
子
張
宗
責
居
獄
門
渠
鶉
豆
隊
…
長
手
宣
馬
事
凡
四
千
九
百
二
十
將
召
宣
詣
官
□
以
□
財
物
故
不
實
城
二
百
五
十
以
上
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
⊃
鱒
O
・
一
÷
卜
⊃
鵠
O
・
只
〉
○
◎
）

「
以
呈
出
物
故
不
平
減
二
百
五
十
以
上
」
は
「
候
粟
霜
面
責
冠
恩
事
」
柵
書
（
両
．
℃
．
閃
鱒
鱒
”
一
～
ω
①
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
証
不
言
請
田
の
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
聞
か
せ
で
あ
る
。
証
不
言
請
書
の
告
知
を
含
む
も
の
は
自
証
髪
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
簡
は
大
昌
里
男
子
張
出
が
居
延
甲
垂
耳
櫓
囲
…
長
趙
宣

に
対
し
て
持
つ
債
権
（
馬
の
代
金
四
千
九
百
二
十
銭
）
の
回
収
に
当
た
っ
て
、
債
務
者
趙
宣
を
尋
問
し
作
成
し
た
自
証
裳
書
で
あ
る
。
債
務
者
の

7 （811）



自
証
裳
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
の
例
で
は
債
権
申
立
が
「
責
」
と
表
記
さ
れ
「
自
言
」
は
無
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
証
愛
書
の
作
成
・
送

付
を
求
め
な
い
簡
1
で
は
「
官
吏
自
　
冨
責
畜
彩
筆
嬰
」
と
あ
る
よ
う
に
「
自
言
責
」
と
表
記
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
債
権
の
回
収
に
お
い
て
、
債
権
の
存
在
が
「
責
」
と
表
記
さ
れ
債
務
者
が
債
務
不
承
認
な
ら
ば
自
証
袈
書
を
求
め
る
場
合
と
、

「
自
言
責
」
と
表
記
さ
れ
債
務
不
承
認
で
も
自
証
袋
鼠
を
求
め
な
い
場
合
の
二
つ
の
回
収
方
法
が
存
在
し
て
お
り
、
「
華
言
」
の
有
無
と
袋
書

の
作
成
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
誓
書
の
機
能
を
考
え
る
手
掛
か
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
さ
て
、
債
権
の
内
容
は
責
名
籍
に
記
載
さ
れ
る
が
、
や
は
り
「
自
言
」
の
有
無
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　
　
6
　
滅
虜
黙
成
卒
梁
國
蒙
東
陽
里
中
乗
左
成
年
計
六
自
継
歯
故
由
哉
隊
…
長
張
中
實
皐
練
一
匹
直
千
二
百
今
中
實
見
軍
談
渠
令
史
　
　
　
　
ω
窃
・
①
（
》
。
。
）

　
　
7
　
臨
之
燧
器
具
郡
内
遣
直
罠
里
罪
宗
　
責
累
日
之
燧
長
蘇
忘
得
鐵
斗
一
直
九
十
尺
二
寸
刀
一
直
直
辮
緩
績
一
直
廿
五
凡
直
百
重
五

　
　
　
　
同
燧
卒
魏
郡
内
黄
緯
南
里
呉
故
　
　
出
惜
臨
之
随
長
門
忘
三
石
頭
嚢
一
三
索
一
具
皆
癩
忘
得
不
可
得
忘
得
見
爲
復
作
　
　
　
　
　
潤
．
℃
．
日
0
Φ
嵩

簡
6
で
は
、
滅
虜
隊
…
筆
下
成
が
故
の
樂
哉
隊
…
鈴
張
中
實
に
対
し
て
卑
練
一
匹
の
代
金
千
二
百
銭
の
債
権
を
持
つ
こ
と
を
「
自
言
責
」
と
記
す
。

こ
れ
に
対
し
簡
7
で
は
、
臨
之
燧
卒
の
サ
宗
と
呉
羅
が
故
の
燧
長
薄
忘
得
に
対
し
て
債
権
を
持
つ
こ
と
を
「
責
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
次
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
取
り
上
げ
る
貰
売
名
籍
に
於
い
て
も
同
様
に
「
自
言
」
の
有
無
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
言
」
は
「
私
人
が
官
に
対
し
て
申
し
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
・
申
請
す
る
行
為
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
債
権
者
や
貰
売
主
か
ら
官
へ
の
債
権
・
貰
売
内
容
の
申
告
は
当
然
全
て
「
申
し
立
て
・
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

請
」
の
は
ず
で
あ
る
。
殊
更
に
「
自
言
」
の
有
無
を
区
別
す
る
理
由
は
何
か
。

　
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
「
自
言
」
に
対
す
る
官
の
対
処
の
仕
方
に
良
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
8
　
…
…
故
主
官
趙
棚
永
始
四
年
八
月
奉
鏡
六
百
謹
験
問
棚
僻
耳
華
甲
渠
主
官

　
　
　
　
…
…
…
…
…
用
中
買
人
李
諏
之
甲
渠
窟
自
言
責
昌
銭
五
百
甜
八
棚
以
昌
奉

　
　
　
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
□
験
問
謹
僻
與
傍
験
鈴
五
十
二
付
昌
部
管
長
監
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
℃
．
日
㎝
O
』
ω

こ
の
簡
は
趙
鰯
・
李
謳
・
華
中
の
間
で
起
こ
っ
た
金
銭
貸
借
の
い
ざ
こ
ざ
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
李
謬
が
甲
渠
候
官
へ
赴
い
て

8 （812）
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「
自
言
」
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
謡
言
」
内
容
に
つ
い
て
「
験
問
謬
辞
与
備
験
」
と
あ
る
よ
う
に
官
が
真
偽
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
次

の
発
信
日
簿
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
9
□
寿
自
書
候
長
憲
傷
館
長
忠
二
自
傷
憲
不
傷
忠
醤
府
幽
一
事
…
封
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犀
ω
・
b
。
刈
＋
窓
ω
・
ω
卜
。
÷
窓
ω
・
ω
ω
（
〉
。
。
）

こ
れ
は
黙
長
忠
が
傷
害
を
負
っ
た
事
件
に
関
し
て
、
候
長
憲
が
隊
…
長
喜
を
傷
つ
け
た
と
某
寿
は
「
睦
言
」
し
た
が
、
忠
は
自
分
で
傷
を
負
っ
た

の
で
あ
っ
て
、
憲
が
忠
を
傷
つ
け
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
調
査
報
告
を
細
密
が
都
尉
府
に
送
付
し
た
際
の
発
信
記
録
で
あ
る
。
こ
の
中
で
某

寿
の
「
自
言
」
内
容
と
は
異
な
る
事
実
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
「
自
警
」
と
は
別
に
官
に
よ
り
事
実
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
官

は
「
自
言
」
内
容
を
そ
の
ま
ま
真
実
と
し
て
鵜
呑
み
に
は
し
な
い
。
そ
れ
は
「
自
言
」
が
あ
く
ま
で
自
己
申
告
で
あ
っ
て
、
「
自
営
」
内
容
が

虚
偽
で
は
な
く
事
実
で
あ
る
こ
と
の
保
証
（
以
下
「
事
実
保
証
」
と
表
記
）
が
全
く
無
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
断
言
」
が
あ
く
ま
で
自
己
申
告
で
あ
っ
て
事
実
保
証
の
な
い
申
請
形
態
で
あ
れ
ば
、
前
掲
の
債
権
回
収
命
令
や
名
籍
な
ど
で

「
華
言
」
の
有
無
が
区
別
さ
れ
て
い
た
理
由
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
延
言
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
申
請
内
容
が
事
実
保
証
の

無
い
あ
く
ま
で
自
已
申
告
に
よ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
「
自
言
責
」
が
債
権
者
に
よ
る
債
権
の
自

己
申
告
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
自
言
」
の
附
か
な
い
単
な
る
「
責
」
で
は
自
己
申
告
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
何
ら
か
の
手
続
き
が
踏
ま
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
を
導
く
。
こ
の
手
続
き
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
考
え
る
為
に
、
責
名
籍
と
同
様
に
債
権
の
回
収
に
関
係
し
、

且
つ
「
自
言
貰
売
」
と
「
貰
下
」
の
二
種
類
の
表
記
が
存
在
す
る
貰
売
名
籍
を
先
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
官
に
よ
る
債
権
回
収
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
「
愛
書
考
」
（
同
著
『
秦

　
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
　
一
九
八
…
…
）
、
籾
山
明
前
掲
「
髪
半
側
探
」
参
照
。

②
李
均
明
「
居
延
漢
簡
債
務
文
書
述
略
」
（
門
文
物
』
～
九
八
六
1
＝
）
、
角
谷

　
常
子
「
居
延
銀
簡
に
見
え
る
売
買
関
係
簡
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
門
東
洋
史
研

　
究
」
五
二
i
四
　
一
九
九
四
）
に
集
成
が
あ
る
。

③
陳
樂
「
漢
簡
股
義
再
続
扁
（
一
九
七
　
、
編
著
「
漢
晋
遺
簡
識
小
七
種
』
中
央

　
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
　
一
九
七
五
　
所
収
）
。

④
文
書
発
信
者
名
は
必
ず
記
載
さ
れ
る
の
で
、
「
甲
渠
郭
守
候
塞
尉
二
人
」
は

　
「
二
人
」
を
入
管
と
し
て
「
甲
渠
候
心
得
で
あ
る
塞
尉
の
二
入
」
と
す
べ
き
で
あ

　
ろ
う
。
同
様
の
表
記
に
「
甲
渠
警
守
候
三
尉
順
」
（
ら
。
⊆
・
・
。
。
♪
＞
c
。
）
な
ど
が
あ
る
。

　
守
官
に
つ
い
て
は
大
庭
脩
「
漢
の
官
吏
の
兼
任
」
（
同
氏
前
掲
書
所
収
）
参
照
。

⑤
籾
山
明
前
掲
「
無
害
新
探
」
。
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⑥
本
稿
で
言
う
「
債
務
者
」
と
は
あ
く
ま
で
債
権
者
に
よ
っ
て
債
務
者
と
申
告
さ

　
れ
た
者
の
こ
と
で
、
必
ず
し
も
債
務
の
事
実
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

⑦
籾
山
明
前
掲
「
袋
書
士
探
」
。

⑧
証
不
言
請
律
に
つ
い
て
は
連
勧
名
「
西
域
木
簡
所
見
《
漢
律
》
中
的
”
証
不
言

　
請
”
律
」
（
「
文
物
隔
一
九
八
六
…
一
一
）
参
照
。

⑨
発
信
日
華
に
つ
い
て
は
永
田
英
正
「
再
び
漢
等
辺
郡
の
候
官
に
つ
い
て
」
（
岡

　
著
『
居
延
漢
簡
の
研
究
」
問
朋
舎
　
一
九
八
九
）
参
照
。

⑩
前
掲
の
大
庭
脩
「
袈
書
記
」
、
永
田
英
正
「
再
び
樋
代
辺
郡
の
候
官
に
つ
い
て
」

　
で
は
、
こ
の
簡
を
誠
北
池
下
東
門
輔
が
王
禁
へ
の
借
金
を
承
服
し
な
い
旨
の
自
謳

　
袋
書
を
送
付
し
た
際
の
発
信
記
録
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
不
服
移
自
謹
愛

　
書
會
月
某
日
」
の
文
言
は
「
二
月
己
未
甲
渠
尊
長
母
害
罫
書
印
行
理
事
図
　
言
報

　
不
服
移
自
証
裳
書
会
三
月
朔
如
律
」
（
国
．
℃
．
↓
窃
帥
一
一
蒔
。
◎
）
に
も
見
ら
れ
る
が
、

　
こ
れ
が
本
文
前
掲
簡
2
と
同
じ
く
債
権
回
収
命
令
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
「
不
服
移
自
讃
袋
書
會
月
十
日
」
は
債
務
不
承
認
の
場
合
の
自
証
袈
書

　
作
成
・
送
付
の
命
令
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
債
務
不
承
認
通
知
の
発
信
日
簿

　
は
「
珍
北
候
令
史
登
不
服
負
臨
木
候
長
憲
銭
謂
臨
木
候
長
憲
爾
　
事
集
封
　
四
月

　
己
卯
尉
史
彊
奏
封
」
（
閏
ン
勺
．
↓
0
一
”
b
j
O
）
の
よ
う
に
「
不
服
負
」
と
あ
る
の
み
で

　
「
責
」
の
字
は
無
い
。

⑪
籾
山
明
前
掲
「
袋
書
聖
探
」
。

⑫
李
均
明
前
掲
論
文
で
は
「
田
下
」
の
附
く
も
の
だ
け
を
費
（
債
）
名
籍
に
分
類

　
す
る
。

⑬
角
谷
常
子
前
掲
論
文
で
は
「
売
」
「
貰
売
」
「
責
」
で
始
ま
る
名
籍
に
「
自
言
」

　
の
有
無
の
み
相
違
す
る
二
種
類
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑭
籾
山
明
前
掲
「
袈
書
新
手
」
。

⑮
角
谷
常
子
前
掲
論
文
で
は
コ
つ
の
可
能
性
」
と
し
て
、
「
自
言
」
の
有
る
名

　
簿
は
申
立
・
申
請
を
受
理
し
た
時
点
で
作
成
さ
れ
る
名
簿
、
「
自
言
」
の
無
い
名

　
簿
は
二
次
的
に
作
成
さ
れ
る
名
簿
、
と
解
釈
す
る
。

10 （814）

二
　
成
卒
の
貰
売
名
籍
と
行
道
貰
売

　
（
一
）
　
貰
売
名
籍
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
貰
受
内
容
を
記
載
し
た
貰
売
名
籍
は
「
自
警
」
の
有
無
の
区
別
と
共
に
、
吏
（
豊
富
吏
）

容
が
若
干
相
違
す
る
。
こ
れ
ら
を
基
準
に
分
類
集
成
し
て
み
よ
う
。

　
A
「
自
書
」
有
り
・
買
い
手
が
吏

　
　
　
1
0
　
Z
　
　
　
自
書
貰
費
糸
｝
斤
直
三
百
五
十
又
麹
四
斗
直
揖
八
驚
虜
燧
長
李
故
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
1
1
　
Z
自
醤
貰
買
早
袴
　
雨
直
九
百
臨
桐
黙
長
解
賀
所
已
牧
得
減
治
罰
畢

か
民
か
と
い
う
買
い
手
の
身
分
に
よ
っ
て
記
載
内

　
　
b
⊃
8
・
Q
。
（
〉
○
。
）

国
．
℃
．
ω
F
円
一
H
N
H
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BCD

「
自
言
」
有
り
・
買
い
手
が
民

12

@
図
□
既
　
自
言
五
月
中
行
道
貰
費
阜
復
抱
　
領
直
千
八
百
　
皐
□
直
七
百
五
十

　
　
図
□
費
鎌
長
抱
｝
領
直
二
千
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡
凡
直
六
千
四
百

　
　
図
　
　
　
卑
袴
一
隅
直
千
【
百
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
延
平
毘
　
男
子
唐
子
平
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
O
①
・
悼
○
。
（
〉
○
。
）

13

@
第
滑
二
隊
…
卒
郊
邑
聚
里
趙
誼
　
　
自
言
十
月
中
貰
壷
糸
紮
二
枚
直
三
百
居
延
昌
里
山
子
放
所
　
　
已
入
二
Z
　
　
　
　
　
　
　
国
．
即
8
α
『
漣
り

「
自
言
」
無
し
・
買
い
手
が
吏

14
@
戌
卒
魏
郡
内
黄
□
居
里
杜
牧
　
貰
費
鶉
縷
一
匹
直
千
輿
地
萬
年
隊
…
長
孫
中
前
所
　
　
平
六
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
b
⊃
・
ミ
（
〉
。
。
）

15

@
察
微
黙
戌
卒
陳
留
郡
傭
實
成
里
察
春
子
七
月
中
貰
費
標
霧
砲
一
領
直
銭
千
一
百
故
候
史
鄭
武
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
■
日
暫
β
鵠

16

@
第
八
隊
…
卒
魏
郡
内
黄
脚
部
里
王
廣
　
部
費
見
質
綺
嚢
紫
黒
｝
雨
直
二
百
七
十
巴
得
二
百
少
七
十
遮
虜
辟
衣
功
所
　
　
　
　
　
国
．
℃
■
↓
α
ゴ
お
α

「
自
言
」
無
し
・
買
い
手
が
民

17

@
終
古
黙
卒
中
郡
臨
邑
高
平
思
召
重
字
游
翁
　
県
費
三
稜
曲
布
三
匹
二
三
百
計
三
暴
落
千
縢
得
富
里
張
公
子
所
属
在
里
中
二
門
東
入
任
者
同
里
徐
廣
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昏
o
o
Q
N
・
0
（
》
c
o
）

181921　20

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
上
字
次
君
　
貰
費
八
稜
布
一
匹
直
二
百
九
十
縢
得
定
安
里
随
方
子
恵
三
舎
上
中
門
第
二
里
三
門
東
入

驚
虜
燧
卒
東
郡
臨
邑
呂
里
王
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
任
者
閻
少
季
蘇
少
卿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
。
○
。
刈
・
一
G
。
（
諺
Q
Q
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貰
費
八
稜
布
八
匹
一
　
直
二
百
辮
出
直
千
八
百
甜
垣
下
富
安
里
二
匹
不
實
賞
知
券

戌
卒
魏
郡
貝
丘
珂
里
楊
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
利
黒
淳
干
中
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
一
一
・
b
ひ
O
（
》
。
。
）

戊
卒
東
郡
柳
成
上
里
重
量
　
貰
費
劔
　
直
八
百
単
車
長
腰
黒
郭
稗
君
所
舎
里
中
東
家
南
入
任
者
同
母
杜
長
完
前
上
　
　
　
　
　
鴇
．
℃
．
日
0
『
○
。
膳

戊
卒
東
郡
聯
成
昌
墨
型
繍
墨
焼
　
貰
費
七
紫
煙
三
匹
直
千
五
十
屋
蘭
定
里
石
平
三
舎
在
郭
東
道
旧
任
者
屋
車
力
田
業
功
　
　
　
臨
木
燧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燭
．
勺
マ
日
㎝
①
”
一
〇

11 （815）



こ
れ
ら
の
貰
売
名
籍
を
比
較
す
る
と
、
買
い
手
が
吏
で
あ
る
A
と
C
は
「
自
言
」
の
有
無
を
除
き
記
載
内
容
に
大
き
な
相
違
が
無
い
の
に
対
し
、

買
い
手
が
民
の
B
と
D
で
は
任
者
と
舎
の
記
載
が
「
野
里
」
の
無
い
D
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
B
と
D
の
買
い
手
は
共
に

民
で
あ
る
か
ら
、
任
者
と
舎
の
記
載
の
有
無
は
「
自
言
」
の
有
無
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
貰
売
物
品
の
記
載
が
複
数
点

の
も
の
も
「
自
書
」
の
附
く
A
・
B
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
「
自
言
」
の
有
無
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
は
任
者
と
舎
及
び
貰
売
物

品
点
数
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
そ
れ
ら
の
記
載
が
あ
る
貰
売
名
籍
D
に
記
録
さ
れ
た
甲
渠
候
官
所
属
の
執
縛
と
縢
得
・
屋

繭
の
民
と
の
間
の
貰
売
買
の
実
態
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12 （816）

　
（
二
）
　
行
道
貰
売
の
実
態

　
貰
売
名
籍
D
に
見
え
る
甲
渠
候
官
所
属
の
戊
卒
と
縢
得
・
屋
蘭
在
住
の
民
と
の
間
の
貰
売
買
は
「
行
道
貰
売
」
と
呼
ば
れ
た
。

　
　
2
2
　
甘
露
三
年
十
～
月
辛
巳
朔
己
酉
臨
木
候
長
福
敢
書
之
謹
軽
薄
蟻
溝
異
事
挙
行

　
　
　
　
道
貰
売
衣
財
物
直
銭
如
牒
唯
官
移
書
令
艦
得
深
漉
収
責
敢
二
＝
口
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
℃
・
日
α
ω
H
一
〇
。
①

こ
れ
は
、
甲
渠
候
官
所
属
の
臨
木
上
長
が
、
張
摘
郡
蝶
鼻
脂
と
酒
泉
郡
楽
想
県
に
謹
聴
代
金
回
収
を
命
じ
る
よ
う
候
官
に
対
し
て
依
頼
し
て
い

る
文
書
で
あ
る
。
代
金
回
収
の
命
令
先
が
縢
得
・
楽
溶
県
で
あ
る
か
ら
、
呂
聖
衆
等
の
貰
売
は
そ
こ
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
貰
売

を
「
行
道
貰
売
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
「
行
道
」
と
は
部
署
を
離
れ
て
他
所
に
行
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
行
道
貰
売
」
は
「
勤
務
官
署
を
離
れ
た
移
動
中
に
他
所
で
行
っ
た

　
　
　
　
　
③

貰
売
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
戌
卒
の
勤
務
す
る
甲
渠
愛
書
か
ら
離
れ
た
縢
得
で
行
わ
れ
た
貰
売
は
ま
さ
に
「
行
道
貰
売
」
で
あ
る
。
こ
の
「
行

道
貰
売
」
に
つ
い
て
は
「
第
十
七
部
甘
露
四
年
卒
行
道
素
踊
名
籍
」
（
国
．
℃
・
門
ω
』
）
の
よ
う
に
名
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
貰
売
名
籍
D
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

簡
1
7
、
1
8
、
2
0
に
は
「
行
道
」
の
語
は
な
い
が
、
簡
2
3
と
同
じ
縢
得
で
の
貰
売
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
「
行
道
貰
売
名
籍
」
に
違
い
な
い
。

簡
2
2
も
「
行
道
」
に
当
た
る
張
摘
置
屋
蘭
県
で
の
煮
売
で
簡
1
7
な
ど
と
同
一
書
式
で
あ
る
か
ら
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
簡
1
2
で
は
居
延
県
在



漢代の裁判文書「愛香」（鷹取）

住
の
民
と
の
当
馬
を
「
行
道
貰
売
」
と
記
し
て
い
る
。
「
行
道
」
の
語
義
か
ら
す
れ
ば
、
受
売
名
籍
B
・
D
の
よ
う
な
民
が
買
い
手
と
な
る
貰

売
の
場
は
窯
業
の
勤
務
す
る
部
署
以
外
で
あ
ろ
う
か
ら
、
B
・
D
は
す
べ
て
「
行
道
貰
受
」
に
当
た
ろ
う
。
こ
の
行
道
貰
売
の
名
籍
は
「
某
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

某
年
伐
行
道
貰
売
名
籍
」
と
い
う
表
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
毎
に
部
単
位
で
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
戊
卒
行
道
貰

売
名
籍
の
作
成
が
部
の
定
期
的
事
務
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
簡
2
2
が
部
の
責
任
者
で
あ
る
候
長
の
発
信
で
あ
っ
た
の
は
こ
の
為
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
行
道
貰
売
関
係
簡
は
全
て
甲
渠
候
官
趾
出
土
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
見
え
る
「
行
道
警
鐘
」
は
甲
渠
警
官
所
属
の
戌
卒
と

張
捜
郡
駅
留
・
居
延
・
芸
評
県
や
酒
泉
拡
散
泊
県
在
住
民
間
人
と
の
間
の
貰
売
買
を
具
体
的
に
は
指
し
て
い
る
こ
と
．
に
な
る
。
甲
羅
候
官
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

居
延
県
へ
は
近
い
も
の
の
、
牒
得
ま
で
は
二
十
日
以
上
か
か
る
距
離
で
あ
る
。
勤
務
す
る
甲
信
候
官
か
ら
こ
れ
程
離
れ
た
縢
得
等
に
暫
時
は
ど

の
よ
う
に
し
て
行
き
貰
売
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
行
道
呼
売
の
場
の
一
つ
で
あ
る
屋
蘭
は
、
長
安
か
ら
の
里
程
表
（
国
・
℃
．
6
頓
Q
…
窃
c
Q
N
）
に
も
見
え
る
よ
う
に
居
延
へ
向
か
う
際
の
通
過
地
点

で
あ
る
。
縢
得
に
は
芸
評
太
守
府
が
あ
り
、
そ
の
太
守
府
に
は
戌
辺
義
務
の
終
了
し
た
罷
卒
が
引
率
さ
れ
て
い
る
し
、
居
延
に
は
居
延
都
尉
府

が
あ
り
、
居
延
か
ら
の
長
吏
が
こ
れ
か
ら
就
役
す
る
鼠
講
を
途
申
の
武
威
郡
量
減
県
ま
で
迎
え
に
来
て
お
り
、
新
任
戊
卒
は
居
延
ま
で
引
率
さ

　
　
　
　
　
⑦

れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
行
道
貰
売
の
場
で
あ
る
屋
蘭
・
縢
得
・
照
応
は
戌
卒
が
内
郡
か
ら
就
役
地
へ
向
か
う
際
の
通
過
地
点
に
当
た
っ

て
い
る
。
従
っ
て
、
行
道
貰
売
と
は
戌
卒
が
就
役
地
で
あ
る
居
延
へ
移
動
す
る
途
中
で
行
っ
た
貰
売
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
甲
渠
候

官
所
属
の
慰
留
が
貰
濡
す
る
時
期
と
し
て
考
え
得
る
の
は
、
①
叢
濃
の
た
め
屠
延
に
来
る
途
中
、
②
居
延
で
の
就
役
中
、
③
勤
務
終
了
後
の
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

郷
時
、
で
あ
る
。
そ
の
内
②
の
就
役
中
に
つ
い
て
は
、
戎
卒
に
は
縢
得
へ
往
復
で
き
る
ほ
ど
の
長
期
の
休
暇
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

公
売
物
品
や
移
動
中
の
食
料
を
携
行
す
る
の
は
個
人
的
に
は
困
難
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
就
役
中
に
暦
書
迄
出
向
い
て
貰
濡
す
る
こ
と
は
考

え
に
く
い
。
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
行
道
貰
売
名
籍
は
戊
卒
が
配
属
さ
れ
た
部
で
作
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
③
の
帰
郷
時
は
あ
り
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

官
辺
に
向
か
う
戊
卒
は
出
身
郡
か
ら
車
両
隊
を
組
織
し
、
携
行
す
る
重
肴
な
ど
は
そ
の
車
両
に
乗
せ
て
就
役
地
で
あ
る
黒
馬
へ
移
動
し
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
戌
卒
の
行
道
貰
売
は
①
の
赴
任
時
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）
　
行
道
貰
売
に
対
す
る
宮
の
管
理

　
毎
年
部
毎
に
作
成
さ
れ
る
「
某
部
某
静
置
行
道
貰
売
名
籍
」
は
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
草
卒
が
内
郡
か
ら
老
馬
へ
向
か
う
途
中
で
行
っ

た
計
売
に
つ
い
て
の
名
籍
で
あ
る
が
、
戌
卒
の
書
冊
は
こ
の
行
道
読
売
に
限
ら
れ
ず
、
貰
売
名
籍
A
・
C
の
よ
う
に
同
じ
甲
渠
候
無
所
属
の
吏

に
対
す
る
読
売
も
あ
る
。
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
行
道
貰
売
で
あ
っ
て
も
単
に
「
貰
売
」
と
記
さ
れ
る
如
く
、
行
道
貰
売
は
書
斎
の
一
形

態
で
あ
っ
て
爾
者
に
本
質
的
差
異
は
無
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
行
道
貰
売
に
つ
い
て
は
殊
更
に
部
落
に
名
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故

な
の
だ
ろ
う
か
。

　
貰
売
と
は
言
う
迄
も
な
く
掛
け
売
り
の
こ
と
で
、
代
金
の
支
払
い
が
後
日
に
行
わ
れ
る
売
買
形
態
で
あ
る
。
掛
け
売
り
は
後
日
の
代
金
回
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
可
能
な
こ
と
が
前
提
で
あ
る
か
ら
、
通
常
は
継
続
的
取
引
の
あ
る
相
手
と
の
間
で
の
み
行
わ
れ
、
所
謂
一
見
の
客
と
の
間
で
貰
売
買
は
行
わ

れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
成
卒
の
行
道
貰
売
の
場
合
、
買
い
手
で
あ
る
籐
得
等
在
住
の
民
間
人
と
売
り
手
の
措
置
と
の
間
に
継
続
的
取
引
が
あ
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
次
の
簡
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
　
2
3
　
Z
口
属
甲
渠
候
官
詔
書
卒
行
道
辟
挑
吏
私
貰
売
衣
財
物
勿
為
収
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
℃
．
↓
O
ド
㎝
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

引
用
さ
れ
た
詔
書
「
辟
竹
藪
私
貰
売
衣
財
物
勿
為
収
責
」
の
「
帯
紙
」
は
「
避
逃
」
で
、
「
私
」
に
は
「
公
認
で
は
な
い
」
の
意
を
含
む
。
従

っ
て
、
文
意
は
「
再
呈
の
行
道
億
万
の
内
、
吏
の
監
督
下
か
ら
逃
れ
て
私
的
に
衣
財
物
を
貰
労
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
軍
卒
の
た
め
に
三
三
代

金
を
國
修
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
な
ろ
う
。
吏
の
監
督
下
か
ら
逃
れ
て
行
っ
た
貰
売
は
公
認
で
は
な
い
「
私
」
的
な
貰
売
で
あ
る
以
上
、
戌
卒

に
代
わ
っ
て
貰
売
代
金
を
島
島
す
る
必
要
な
ど
無
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
詔
の
意
図
す
る
所
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
詔
が
出
さ
れ
た
と
言
う
こ
と

は
、
逆
に
、
戊
卒
が
吏
の
監
督
下
で
衣
財
物
を
貰
売
す
る
こ
と
は
公
認
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
貰
売
代
金
の
回
収
は
官
に
よ
っ
て
「
制
度
的
」
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
前
掲
簡
2
2
は
か
か
る
貰
売
代
金
國
収
体
制
に
基
づ
い
て
、
貰
売
代
金
の
回
収
が
部
↓
受
方
↓
買
い
手
の
居
住
県

へ
と
伝
達
・
実
行
さ
れ
た
実
例
な
の
で
あ
る
。
戌
卒
の
盲
溝
の
内
、
な
ぜ
行
道
貰
売
だ
け
が
事
毎
に
定
期
的
に
ま
と
め
ら
れ
名
籍
が
作
成
さ
れ

14　（818）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
の
か
と
い
う
本
節
冒
頭
の
疑
問
も
、
か
か
る
官
に
よ
る
貰
売
代
金
回
収
体
制
に
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
考
察
の
結
果
、
戊
卒
の
行
遵
貰
売
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
戊
卒
は
成
辺
に
向
か
う
途
中
の
縢
得
県
な
ど
で
、
郷
里
の
内
郡
か

ら
車
に
積
ん
で
き
た
衣
類
な
ど
を
在
地
の
民
問
人
に
貰
濡
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
吏
の
監
督
下
で
行
わ
れ
た
貰
売
は
公
認
の
も
の
と
し
て
官
に

よ
る
貰
売
代
金
の
回
収
が
湿
度
化
さ
れ
て
い
た
。
戊
卒
が
見
知
ら
ぬ
土
地
の
人
間
に
対
し
て
も
代
金
後
払
い
の
貰
売
形
態
で
衣
類
な
ど
を
売
る

こ
と
が
で
き
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
行
道
貰
売
の
内
容
は
恩
讐
が
居
延
に
到
着
し
候
黙
に
配
属
さ
れ
た
後
、
部
毎
に
「
某
部
近
年
卒
行

道
廉
売
名
籍
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
成
卒
が
縢
得
や
聖
業
在
住
の
民
に
貰
怪
し
た
記
録
の
購
売
名
籍
D
が
そ
の
内
容
簡
で
あ
る
。
部
候
長
は
こ

れ
を
候
官
に
送
付
し
、
買
い
手
の
居
住
地
の
県
に
対
し
含
量
代
金
の
回
収
を
命
ず
る
よ
う
候
官
に
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

席代の裁判文書「袈書」（鷹取）

　
（
四
）
　
貰
売
名
籍
の
「
自
欝
」

　
以
上
二
節
に
亙
っ
て
、
螺
子
に
よ
る
行
道
貰
売
の
実
態
と
そ
れ
に
対
す
る
宮
の
管
理
と
を
検
討
し
た
。
本
節
で
は
こ
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え

て
、
貰
売
名
籍
に
「
自
言
」
が
附
か
な
い
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
よ
う
。

　
先
に
貰
売
名
籍
に
関
し
て
指
摘
し
た
こ
と
は
、
任
者
と
買
い
手
の
舎
の
記
載
は
「
自
記
」
が
無
く
買
い
手
が
民
で
あ
る
貰
売
名
籍
D
に
し
か

見
ら
れ
な
い
こ
と
、
貰
売
物
品
の
記
載
が
複
数
点
の
も
の
は
「
自
言
」
の
附
く
A
・
B
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
任
者

と
貰
売
物
品
数
に
つ
い
て
の
検
討
を
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
任
者
は
勇
入
と
共
に
売
買
契
約
書
（
券
）
に
見
ら
れ
、
「
任
」
の
字
義
か
ら
「
保
人
」
（
保
証
人
）
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
実
際
の
券
を

取
り
上
げ
て
任
者
と
肇
人
の
機
能
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
2
4
　
神
爵
二
年
十
月
廿
六
日
青
書
縣
廿
鄭
里
男
子
節
寛
恵
費
布
炮
　
陵
胡
贈
爵
　
張
仲
孫
所
聖
恩
千
三
百
約
至
正
月
□
□
任
無
益
□
□
□
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
．
＜
図
．
げ
漏
．
一
り
一
》
＼
一
刈
O
O
Q
＞

　
　
　
　
正
月
責
付
目
□
十
時
在
労
候
史
長
子
仲
戊
卒
杜
忠
知
券
□
沽
肇
玉
酒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
・
＜
り
ぴ
」
」
Φ
一
ゆ
＼
一
刈
O
G
。
b
u
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「
七
二
労
」
と
あ
る
候
史
長
子
伸
と
成
卒
杜
忠
は
労
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
貰
売
買
契
約
で
は
任
者
と
島
人
の
両
者
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
任

者
と
肇
人
が
区
別
さ
れ
る
存
在
、
即
ち
、
両
者
の
役
割
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
次
も
貰
売
買
の
券
で
あ
る
が
今
度
は
任
者
だ

け
で
あ
る
。

　
　
2
5
　
元
平
元
年
七
月
庚
子
禽
残
業
年
時
萱
界
磁
六
枚
楊
馬
所
約
至
八
月
十
日
與
時
小
腰
膏
石
六
斗
嘉
月
十
五
日
以
日
斗
計
蓋
年
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刈
メ
旨
国
．
も
D
”
N
＞
＼
に
蒔
⑩
〉

こ
れ
に
対
し
、
現
金
決
済
で
あ
る
土
地
売
買
の
券
で
は
、
仁
人
だ
け
で
任
者
は
い
な
い
。

　
　
2
6
　
図
置
長
樂
暴
評
奴
田
滑
五
板
買
銭
九
百
銭
畢
已
丈
田
即
不
足
計
仮
数
環
銭
肇
人
証
千
次
儒
王
事
郷
少
卿
古
酒
肇
獣
姦
青
煮
之
　
　
呂
ご
象
〉
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

漢
簡
に
見
え
る
現
金
決
済
の
券
は
こ
の
一
例
の
み
だ
が
、
所
謂
買
地
券
も
同
じ
現
金
決
済
の
土
地
売
買
証
書
に
当
た
る
。
買
地
券
の
う
ち
任
者

の
記
載
の
あ
る
も
の
は
三
国
時
代
以
降
の
も
の
だ
け
で
、
後
漢
以
前
の
買
地
券
に
は
「
時
肇
人
」
「
時
証
知
者
」
「
時
臨
知
者
」
な
ど
と
表
現
さ

れ
る
肇
人
が
現
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
簡
2
6
と
同
様
に
任
者
は
見
ら
れ
な
い
。
後
漢
ま
で
の
買
地
券
は
実
際
の
土
地
売
買
の
内
容
を
伝
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
に
対
し
、
任
者
の
見
え
る
三
国
以
後
の
買
地
券
は
非
現
実
的
で
虚
構
性
を
帯
び
た
護
符
的
地
券
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
後

漢
以
前
は
現
実
の
現
金
決
済
の
売
買
契
約
に
お
い
て
も
超
人
が
関
与
す
る
だ
け
で
任
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
漢
簡

及
び
買
地
券
の
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
任
者
は
現
金
決
済
の
契
約
に
は
現
れ
な
い
で
貰
売
買
契
約
に
固
有
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
役
割
は
貰

売
代
金
支
払
い
の
保
証
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
唐
代
以
降
の
「
保
人
」
が
、
債
務
者
が
債
務
不
履
行
の
場
合
に
弁
済
責
任
を
負
う
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
な
く
、
債
務
者
が
逃
亡
し
た
場
合
に
の
み
弁
済
責
任
を
負
う
所
謂
留
住
保
証
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
漢
代
の
任
者
の
保
証
責
任
も
留

住
保
証
に
限
定
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
つ
れ
に
し
ろ
、
任
者
に
は
最
終
的
に
は
貰
売
代
金
の
弁
済
責
任
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

誰
が
任
者
で
あ
っ
た
か
は
必
ず
文
字
に
書
か
れ
た
記
録
と
し
て
残
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
為
さ
な
い
。
貰
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
、
聖
人
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
任
者
が
い
な
い
場
合
で
さ
え
も
券
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
任
者
が
い
る
場
合
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
券
は
必
ず
作
成
さ
れ
た
と
考
え
て
問

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
任
者
の
存
在
は
券
の
作
成
が
前
提
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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沼代の裁判文書「愛書」（鷹取）

　
次
に
嘉
言
物
品
の
数
に
つ
い
て
。
「
自
言
」
の
附
く
煮
売
名
籍
に
は
簡
1
0
、
簡
1
2
の
よ
う
に
複
数
点
の
も
の
が
あ
る
が
、
「
自
書
」
の
附
か
な

い
B
・
D
で
は
全
て
一
点
で
あ
る
。
複
数
の
貰
売
物
品
の
記
載
が
あ
る
次
の
例
も
、
や
は
り
「
自
言
」
が
附
く
。

　
　
2
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
言
貰
費
早
布
図

　
　
　
　
第
十
七
隊
…
戌
卒
南
陽
郡
育
陽
樂
居
里
李
武
　
　
　
　
　
　
　
Z

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
言
貰
費
騒
□
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
・
℃
．
9
ω

　
　
2
8
　
私
闘
五
黙
卒
唐
悪
　
自
欝
貰
費
白
紬
嬬
｝
領
直
千
五
百
置
銭
五
百
轡
凡
井
直
一
＝
十
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
↓
㎝
一
口
ω
O
鱒

簡
2
8
の
「
交
（
養
）
銭
」
（
ま
ぐ
さ
代
）
は
現
金
貸
借
か
も
し
れ
な
い
が
、
件
数
と
し
て
は
二
件
と
な
り
、
複
数
の
貰
売
・
貸
借
関
係
が
一
階
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
貰
売
名
籍
に
記
載
さ
れ
る
貰
売
物
品
が
複
数
に
な
る
の
は
「
毒
言
」
の
附
く
場
合
に
限
定
さ
れ
、
「
艶
言
」

の
附
か
な
い
貰
売
名
籍
で
は
常
に
一
点
で
あ
る
。
　
方
、
実
際
の
契
約
書
で
あ
る
券
の
実
例
で
は
売
買
物
品
の
記
載
は
常
に
一
点
で
あ
り
、
従

っ
て
、
券
は
売
買
物
品
一
点
毎
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
任
者
の
記
載
と
貰
売
物
晶
が
一
点
だ
け
で
あ
る
と
い
う
貰
売
名
籍
D
の
特
徴
は
、
売
買
契
約
書
で
あ
る
券
の
特
徴
に
一
致
す
る
。

そ
れ
故
、
貰
売
名
籍
D
は
券
を
元
に
し
て
そ
れ
を
引
き
写
す
形
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
「
自
書
」
の
附
い
た
貰
売
名
籍
A
・

B
に
は
券
と
の
共
通
点
は
無
く
、
券
を
写
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
度
は
扁
球
名
籍
D
の
作
成
過
程

か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
貰
売
名
籍
D
は
先
述
の
よ
う
に
戌
卒
の
行
道
貰
売
の
名
籍
で
あ
る
。
先
述
の
如
く
、
盲
溝
の
行
道
競
売
は
就
役
地
へ
の
通
過
地
点
に
於
け
る

貰
売
で
、
貰
売
買
行
為
は
吏
の
監
督
下
で
行
な
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
名
籍
の
作
成
は
戊
卒
が
配
属
さ
れ
た
重
賞
候
官
属
下
の

部
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
の
責
任
者
で
あ
る
候
長
が
戌
卒
の
行
道
貰
売
代
金
回
収
を
依
頼
し
た
送
り
状
（
簡
2
2
）
に
は
「
謹
直
戌
卒
呂
異

衆
俗
行
道
貰
売
衣
財
物
直
面
如
牒
」
と
あ
る
よ
う
に
「
自
言
」
の
語
は
無
い
。
先
述
の
よ
う
に
「
石
田
＝
口
」
の
有
無
は
区
別
さ
れ
て
い
る
以
上
、

行
道
貰
売
名
籍
を
作
成
す
る
部
に
お
い
て
「
自
言
」
か
否
か
の
区
別
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
簡
2
2
の
例
で
は
、
呂
異
趣
等
の
行
道
貰

売
内
容
が
単
な
る
自
己
申
告
で
は
な
く
、
事
実
保
証
が
あ
る
こ
と
を
臨
木
候
長
が
確
認
し
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
名
籍
の
作
成
は
畜
然
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貰
売
の
当
事
者
で
あ
る
戌
卒
の
申
告
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
候
長
が
自
己
申
告
か
否
か
を
区
別
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
申
告
の

際
に
申
告
内
容
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
戊
卒
本
人
が
証
明
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
当
事
者
で
あ
る
戊
卒
が
配
属
さ
れ
た
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
お
い
て
証
明
す
る
方
法
は
、
妾
事
者
が
所
持
す
る
券
を
措
い
て
他
に
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
「
自
雷
」
の
附
く
貰
売
名
籍
は
戊
卒
の
自
己
申
告
の
み
に
よ
る
作
成
、
「
善
言
」
の
無
い
も
の
は
契
約
書
で
あ
る
券
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

つ
く
作
成
と
考
え
ら
れ
る
。
「
長
言
」
と
事
実
保
証
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
券
に
よ
っ
て
事
実
保
証
さ
れ
る
場
合
は
貰
売
名
籍
に
「
自
言
」

と
は
記
さ
ず
、
券
に
よ
る
事
実
保
証
が
無
い
場
合
は
申
告
内
容
が
あ
く
ま
で
も
自
己
申
告
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
「
自
負
」
が
記
載

さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
貰
売
名
籍
の
「
自
言
」
の
有
無
は
、
契
約
書
で
あ
る
券
に
よ
る
事
実
保
証
の
有
無
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
即
売
名
籍
の
「
自
言
」
の
有
無
に
よ
る
記
載
事
項
の
相
違
は
、
か
か
る
事
実
保
証
の
有
無
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

四
種
に
分
類
し
た
貰
食
名
籍
は
こ
の
「
自
言
し
の
有
無
に
起
因
す
る
相
違
を
除
い
て
同
一
書
式
で
あ
る
こ
と
や
、
同
じ
く
「
自
言
」
の
有
無
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

異
な
る
も
の
を
含
む
「
責
」
の
場
合
に
も
名
籍
の
書
式
と
債
権
回
収
の
命
令
内
容
が
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
自
習
」
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず

貰
売
名
籍
・
責
名
籍
そ
れ
自
体
の
用
途
や
作
成
目
的
は
同
一
で
あ
る
こ
と
、
念
の
た
め
附
言
し
て
お
き
た
い
。

①
簡
1
1
は
「
買
」
に
作
る
が
「
売
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
売
買
契
約
書
で
あ
る

　
券
に
は
一
定
の
書
式
が
あ
り
、
売
り
手
主
語
と
買
い
手
主
語
で
は
そ
の
記
載
形
式

　
が
少
し
異
な
る
。
次
の
簡
は
本
文
所
掲
の
簡
2
4
と
一
対
を
成
す
券
で
あ
る
。

　
　
神
爵
二
年
十
月
廿
六
日
陵
胡
薬
師
張
仲
□
買
卒
寛
恵
布
抱
一
領
買
銭
千
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
．
＜
H
．
げ
．
一
．
膳
卜
◎
》
＼
一
①
〇
一
諺

　
（
一
①
自
》
は
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
敦
焼
漢
簡
」
中
華
書
髭
一
九
九
一
の

　
簡
番
号
）

　
こ
れ
ら
二
簡
を
比
較
す
る
と
、
売
手
主
語
の
簡
2
4
は
「
売
（
物
品
）
（
買
い
手
名
）

　
所
懐
銭
…
」
と
い
う
記
載
形
式
を
、
買
手
・
王
語
の
右
掲
の
簡
は
「
買
（
売
り
手

　
名
）
（
物
品
）
置
銭
…
…
」
と
い
う
記
載
形
式
を
取
る
。
簡
1
1
の
記
載
形
式
は
売

　
り
手
主
語
の
簡
2
4
と
同
　
な
の
で
「
買
」
は
「
売
」
の
誤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
こ
の
「
買
」
「
売
」
の
誤
記
は
買
地
券
に
も
見
ら
れ
る
（
冨
谷
至
「
黄
泉
の

　
国
の
土
地
売
買
一
重
魏
六
朝
買
地
券
考
l
t
」
『
大
阪
大
学
教
養
部
研
究
集
録

　
（
人
文
・
社
会
科
学
）
㎞
三
六
　
一
九
八
七
　
参
照
）
。

②
角
谷
常
子
前
掲
論
文
。

③
林
甘
泉
「
漢
簡
所
見
西
北
辺
塞
的
商
品
交
換
和
売
買
契
約
」
（
『
文
物
』
一
九
八

　
九
－
九
）
は
、
戊
卒
の
「
行
道
」
は
戌
辺
の
義
務
が
終
了
し
て
故
郷
に
帰
る
こ
と

　
を
通
常
指
す
と
し
、
「
行
道
幸
甚
」
を
郷
黒
に
帰
る
戌
卒
に
よ
る
官
給
衣
類
の
売
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却
と
見
な
す
。

④
李
均
明
「
居
延
漢
簡
債
務
文
書
述
略
」
（
「
文
物
」
一
九
八
六
…
＝
）
は
こ
れ

　
ら
の
簡
を
「
行
道
貰
売
名
籍
」
に
分
類
す
る
。
林
甘
泉
前
掲
論
文
は
、
こ
れ
ら
の

　
簡
は
契
約
書
そ
の
も
の
で
、
こ
の
契
約
書
に
は
貰
売
買
の
形
跡
は
な
い
と
す
る
。

⑤
国
．
℃
遍
α
①
』
O
ω
と
¢
℃
．
蜜
？
ま
窃
は
「
行
道
貰
買
」
と
記
す
が
、
戌
卒

　
の
行
道
で
の
売
買
に
関
す
る
他
の
例
は
「
行
道
貰
売
」
と
あ
り
（
簡
1
2
、
簡
2
2
、

　
簡
2
3
、
轟
α
・
恕
（
＞
c
。
）
甲
国
「
℃
．
日
窃
ω
”
鎗
○
。
）
、
「
行
道
貰
買
」
は
こ
の
二
例
の
み

　
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
「
責
」
を
「
買
」
と
誤
る
例
も
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
簡

　
の
「
行
道
貰
買
」
は
「
行
道
貰
売
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

⑥
「
候
儲
君
厩
熱
冠
慰
事
」
冊
書
に
は
、
牒
画
筆
か
ら
居
士
県
ま
で
「
積
行
道
廿

　
余
日
」
（
国
．
℃
．
国
卜
。
卜
。
一
ト
）
刈
）
と
見
え
る
。

⑦
獅
℃
．
↓
α
曾
①
。
。
、
甲
℃
．
8
器
誌
①
。
拙
稿
日
曝
代
田
卒
の
徴
発
と
就
役
地
へ

　
の
移
動
」
（
『
古
代
文
化
』
四
九
一
一
〇
　
一
九
九
七
）
参
照
。

⑧
国
．
℃
’
良
習
”
田
と
錦
勺
．
↓
α
？
b
。
。
。
り
＋
N
8
幸
ω
O
刈
で
は
、
戊
卒
三
人
が
一

　
ヶ
月
間
輪
番
で
日
蓬
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
団
．
℃
9
日
α
⑩
”
Q
。
鶏
「
省
卒
作

　
十
日
軌
休
一
日
」
か
ら
省
卒
の
休
み
は
十
日
に
一
日
間
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑨
簡
1
7
、
簡
2
1
で
は
布
三
匹
を
貰
売
し
て
い
る
が
、
「
漢
書
隔
食
貨
志
下
に
は

　
「
布
吊
広
二
尺
二
寸
間
脳
、
長
四
丈
為
匹
」
と
あ
り
、
三
匹
は
お
よ
そ
二
十
七
m

　
に
も
な
り
根
当
な
重
さ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
簡
1
9
で
は
八
匹
も
貰
売
し
て
い
る

　
よ
う
で
あ
る
。

⑩
前
掲
拙
稿
「
漢
代
戌
卒
の
徴
発
と
就
役
地
へ
の
移
動
」
。

⑪
戌
卒
の
行
道
量
売
を
赴
任
時
と
す
れ
ば
「
行
道
」
が
戌
卒
の
就
役
の
た
め
の
移

　
動
も
指
す
こ
と
に
な
る
。
一
ω
・
①
（
》
ω
ω
）
に
は

　
「
戌
卒
東
郡
畔
戊
里
斬
亀
（
第
一
段
）

製
籍
塑
麓
鶴
議
嘱
解
搬
議
何
陽
婁
、
蟹
裂
（
第
二
段
）
」

　
と
あ
る
よ
う
に
「
行
道
」
の
語
が
見
え
る
が
、
「
四
月
」
は
戊
卒
交
代
の
時
期
で

　
あ
る
こ
と
（
前
掲
拙
稿
「
漢
代
戊
卒
の
徴
発
と
就
役
地
へ
の
移
動
」
）
、
「
屋
蘭
」

　
は
美
心
へ
の
通
過
地
点
で
あ
る
こ
と
、
及
び
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
当
事
者
の
戌

　
卒
が
こ
の
傷
害
事
件
の
後
の
八
月
に
肩
水
道
官
で
借
貸
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
こ
こ
に
言
う
「
行
道
」
は
戊
卒
が
就
役
地
へ
向
か
う
移
動
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
部
毎
に
名
籍
が
作
成
さ
れ
る
「
行
道
貰
売
」
は
高
卒
が
就
役
の
た
め
の
移

　
動
中
に
行
っ
た
貰
売
を
指
す
が
、
「
行
道
雪
意
」
と
称
さ
れ
る
胃
散
は
必
ず
し
も

　
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
就
役
地
へ
の
移
動
以
外
の
場
で
行
っ
た
貰

　
売
も
当
然
含
む
で
あ
ろ
う
。

⑫
例
え
ば
「
史
記
」
巻
八
高
祖
本
紀
「
（
高
祖
）
常
従
量
娚
・
武
負
貰
酒
、
酔
臥
。

　
五
重
・
王
恒
見
其
上
常
藤
野
、
統
幕
。
高
祖
毎
酷
留
飲
、
酒
灘
数
倍
。
及
見
径
、

　
歳
覚
、
此
両
家
常
折
券
棄
責
」
な
ど
。

⑬
δ
刈
山
の
「
辟
逃
」
、
㎝
O
・
ら
。
一
の
「
山
山
」
か
ら
「
辟
」
は
「
避
」
、
「
銚
」

　
は
「
逃
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
辞
銚
吏
貰
売
」
は
、
車
両
隊
を
組
み
吏
に
引
率
さ

　
れ
て
い
た
戊
卒
に
よ
る
貰
売
行
為
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
吏

　
の
監
督
下
か
ら
逃
れ
て
勝
手
に
貰
売
す
る
」
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
次
例
で
は
、
県
官
に
よ
る
公
認
の
鋳
銭
に
対
し
公
認
さ
れ
て
い
な
い
私
的
鋳
銭

　
を
「
私
鋳
作
銭
」
と
い
う
。

　
　
建
武
六
年
七
月
戊
戌
朔
乙
卯
甲
南
郵
守
候
　
敢
書
之
府
移
大
面
軍
莫
府
書
日
姦

　
　
1
1
鮎
吏

　
　
民
作
使
賓
客
私
鋳
作
鏡
薄
小
不
如
法
度
及
盗
登
家
公
費
衣
物
於
都
市
錐
知
莫
誕

　
　
H
苛
百
姓
患
苦
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
男
鳴
』
⊃
”
○
。
○
。
》

　
　
書
到
自
今
以
來
濁
令
縣
官
鋳
作
索
隠
態
法
度
禁
吏
罠
母
得
意
作
銭
及
挟
不
行
銭

　
　
1
1
軌
行
法
諸
販
費

　
　
登
家
衣
物
於
都
市
親
牧
没
入
縣
二
四
時
言
犯
者
名
状
爵
謹
磯
部
吏
母
犯
者
敢
言

　
　
H
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閣
．
℃
．
閏
舘
　
G
。
Φ

　
無
論
「
私
」
は
¶
公
」
の
対
概
念
で
、
例
え
ば
パ
ス
ポ
ー
ト
に
見
え
る
「
為
家
私
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市
居
延
」
の
例
の
よ
う
に
公
認
云
々
に
限
ら
ず
「
公
的
」
で
な
い
こ
と
は
全
て

　
「
私
」
．
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
辞
軍
吏
」
を
承
け
た
「
私
」
で
あ
る
か
ら
、

　
単
な
る
「
私
事
」
で
は
な
く
「
公
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

⑮
李
均
明
前
掲
論
文
で
は
行
道
貰
売
も
含
め
た
債
務
関
係
一
般
に
つ
い
て
、
債

　
務
・
債
権
者
所
在
地
の
隔
離
や
当
事
者
で
あ
る
吏
卒
の
職
務
上
の
地
位
・
勤
務
場

　
所
の
変
更
な
ど
に
よ
っ
て
債
権
回
収
に
困
難
を
き
た
す
の
で
、
官
が
代
理
人
と
し

　
て
債
権
を
回
収
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
債
権
回
収
は
本
来

　
債
権
者
自
身
が
す
べ
き
で
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
、
窟
が
債
権
者
の
申
告
に
よ

　
っ
て
債
権
回
収
を
「
代
行
」
す
る
と
い
う
形
態
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
後
述
の
よ
う
に
官
に
よ
る
貰
売
代
金
回
収
は
基
本
的
に
李
氏
の
雷
う
如
く
当
事
者

　
が
回
収
不
能
の
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
戌
卒
の
行
道
華
東
に
つ
い
て

　
は
当
事
者
で
あ
る
戊
卒
が
回
収
す
る
の
は
も
と
よ
り
無
理
な
の
で
、
実
質
的
に
は

　
全
て
官
の
手
に
よ
り
回
収
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
官
に
よ
る
行
道
貰
売
代
金

　
回
収
は
本
来
的
に
官
が
行
う
べ
き
職
掌
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
「
制
度
的
」
で

　
あ
り
、
当
窺
者
が
回
収
不
可
能
な
場
合
に
限
ら
れ
る
「
回
収
代
行
」
と
は
運
用
形

　
態
が
異
な
る
。

⑯
券
に
つ
い
て
は
、
籾
山
明
「
親
仁
簡
順
初
探
－
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に

　
一
」
（
門
木
簡
研
究
』
一
七
　
一
九
九
五
）
参
照
。

⑰
仁
井
田
陞
「
漢
魏
六
朝
の
土
地
売
買
文
書
扁
（
同
著
『
中
国
法
制
史
研
究
土

　
地
法
・
取
引
法
」
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
六
〇
）
、
陳
邦
懐
「
居
延
漢
簡
考
略
」

　
（
『
中
華
文
史
論
叢
」
一
九
八
○
一
二
）
。

　
　
冨
谷
至
前
掲
論
文
に
漢
魏
六
朝
買
地
券
の
集
成
が
あ
る
。

＠＠＠　ts

冨
谷
蓋
前
掲
論
文
。

仁
井
田
陞
「
縁
甲
時
代
の
保
証
と
質
制
度
」
（
同
氏
注
⑰
前
掲
書
所
収
）
。

建
昭
二
年
閏
月
丙
戌
三
聖
令
史
輩
子
方
買
郭
卒
□
旗
国
一
領
直
七
百
五
十
約
蚕

春
銭
畢
巳
労
人
杜
君
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
①
・
一
（
＞
c
。
）

⑫
前
述
の
よ
う
に
行
道
書
論
は
富
の
監
督
下
で
行
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
時
に
官
に

　
よ
り
鄭
実
確
認
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
貰
売
名
籍
は

　
部
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
そ
の
部
に
お
い
て
「
自
言
」
の
有
無
が
区
別
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
か
ら
、
貰
売
名
籍
の
「
自
言
」
の
有
無
を
行
道
貰
売
時
の
事
実
確
認
に
よ

　
る
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

⑬
　
　
「
自
雷
」
の
附
か
な
い
貰
売
名
籍
が
券
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

　
券
の
記
載
と
の
相
違
が
問
題
と
な
ろ
う
。
相
違
点
は
、
①
支
払
期
限
の
記
載
が
貰

　
売
名
籍
に
は
無
い
、
②
任
者
の
記
載
が
貰
売
名
籍
C
に
は
無
い
、
③
貰
売
名
籍
D

　
に
見
え
る
買
い
手
の
舎
の
記
載
が
券
に
は
無
い
、
の
三
点
で
あ
る
。
①
は
貰
売
名

　
籍
を
券
に
基
づ
く
作
成
と
考
え
る
場
合
、
最
も
問
題
と
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
次

　
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
貰
売
名
籍
は
支
払
期
限
経
過
後
の
作
成
な
の
で
、
特
に
支

　
払
期
限
を
明
記
す
る
必
要
は
無
い
。
②
の
任
者
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も

　
任
者
が
貰
売
買
契
約
に
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
く
、
任
者
不
託
載
が
券
に
基
づ
く

　
作
成
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
貰
売
名
籍
C
の
場
合
は
、
貰
売
代
金
回
収
を

　
実
行
す
る
塾
図
候
爵
に
所
属
す
る
吏
が
買
い
手
で
あ
る
か
ら
、
特
に
任
者
は
必
要

　
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
任
者
の
責
任
が
留
住
保
証
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

　
ば
諒
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
D
の
場
合
は
売
り
手
で
あ
る
戊
卒
の

　
所
在
地
（
甲
渠
候
官
管
轄
下
の
候
無
）
か
ら
遠
く
離
れ
た
縢
得
な
ど
に
買
い
手
が

　
在
住
し
、
且
つ
買
い
手
が
事
書
候
官
所
属
の
吏
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
貰
売
買
契

　
約
に
際
し
て
は
任
者
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
貰
売
名
籍
D
に
も
任
者
が
転

　
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
③
舎
の
記
載
が
あ
る
券
は
未
見
で
あ
る
。
た
だ
、

　
舎
の
記
載
を
含
む
磁
壁
名
籍
D
と
同
じ
く
戌
卒
と
民
が
契
約
し
た
券
の
例
も
未
見

　
で
あ
る
か
ら
、
戌
卒
と
民
の
契
約
に
お
い
て
は
買
い
手
の
舎
の
所
在
地
を
券
に
記

　
離
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
か
か
る
戌
卒
の
行
道
貰
売
代
金
は
も
と
よ
り

　
官
が
回
収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
行
道
貰
売
で
作
成
さ
れ
る

　
券
に
は
買
い
手
の
舎
の
所
在
地
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
「
自
言
」
の
附
か
な
い
親
書
名
籍
と
券
と
の
相
違
点
は
、
先
の
考

　
え
を
必
ず
し
も
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

⑭
　
先
述
の
よ
う
に
「
自
言
」
の
有
無
に
よ
っ
て
債
権
回
収
命
令
の
「
不
服
移
自
証

髪
害
」
の
有
無
が
異
な
る
が
、
こ
れ
は
「
不
服
」
の
場
合
の
対
処
で
あ
っ
て
、
回

収
命
令
自
体
は
共
に
「
験
問
収
奪
報
」
で
同
｝
で
あ
る
。

三
　
貴
名
籍
と
貰
売
名
籍

　
責
名
籍
の
「
自
言
」
の
有
無
の
意
味
を
考
察
す
る
前
に
、
こ
こ
で
～
章
を
割
い
て
責
名
籍
と
貰
売
名
籍
と
を
比
較
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ど

ち
ら
も
売
買
に
関
す
る
帳
簿
で
あ
り
、
尚
且
つ
「
暴
言
」
の
有
無
が
異
な
る
書
式
を
含
む
と
い
う
点
で
近
似
の
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
近
似
の

二
種
類
の
名
籍
が
持
つ
各
々
の
…
機
能
が
明
確
に
な
れ
ば
、
営
営
代
金
を
も
含
め
た
広
義
の
債
権
回
収
の
具
体
的
展
開
や
、
「
貰
売
」
と
表
記
さ

れ
る
場
合
に
は
債
務
不
承
認
で
も
自
証
砂
書
の
作
成
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
理
由
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

漢代の裁判文書暖書」（鷹取）

　
（
一
）
　
両
名
籍
の
作
成
目
的

　
責
名
籍
は
名
籍
上
段
の
人
物
が
持
つ
債
権
の
記
録
で
あ
る
が
、
こ
の
名
籍
は
そ
の
債
権
の
圏
収
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

責
名
籍
は
前
掲
簡
6
、
簡
7
の
よ
う
に
「
某
甲
（
自
言
）
責
某
乙
（
債
権
内
容
）
」
と
い
う
書
式
を
取
る
。
債
権
回
収
の
依
頼
で
あ
る
簡
1
に

「
吏
自
書
責
密
夫
牽
安
産
牒
」
と
見
え
る
申
の
「
牒
」
が
こ
の
貴
名
籍
で
あ
る
こ
と
は
、
「
某
甲
（
自
営
）
糠
油
乙
」
と
い
う
表
記
が
共
通
す

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
簡
に
は
債
権
回
収
結
果
の
記
載
が
あ
る
。

　
　
2
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
士
吏
孫
猛
十
二
月

　
　
　
　
　
霧
隠
渠
第
九
尊
長
呉
建
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
言
責
平
幕
墨
田
脂
銭
百
廿
・
三
三
問
士
吏
孫
猛
首
服
負
已
牧
得
出
銭
百
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
廿
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
日
㎝
卜
⊃
”
卜
○
一
十
中
℃
日
㎝
卜
⊃
”
一
ω
O

こ
の
簡
に
は
、
債
権
者
呉
建
の
「
自
言
」
を
承
け
て
債
務
者
孫
猛
の
尋
問
が
行
わ
れ
、
孫
猛
に
貸
し
て
い
た
百
二
十
銭
を
回
収
し
た
と
い
う
債

権
回
収
の
結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
責
名
籍
が
債
権
回
収
の
原
簿
と
し
て
作
成
・
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
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・
一
方
、
貰
売
名
籍
は
成
卒
な
ど
の
貰
売
買
内
容
の
記
録
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
専
売
代
金
の
回
収
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
3
0
　
第
五
燧
卒
馬
赦
貰
費
莞
口
鞄
縣
紮
装
直
千
二
百
五
十
第
六
燧
勤
王
常
利
所

　
　
　
　
今
比
平
予
赦
銭
六
百
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
即
日
α
①
”
霜

簡
上
部
に
は
両
端
か
ら
の
切
れ
込
み
が
あ
り
、
こ
の
簡
は
銭
袋
の
附
け
札
と
思
わ
れ
る
。
記
載
内
容
は
「
第
五
黙
思
馬
赦
が
第
六
黙
長
王
常
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
□
目
抱
幣
信
装
を
千
二
百
五
十
銭
で
貰
受
し
、
今
、
六
百
銭
を
馬
赦
に
渡
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
行
目
の
表
記
は
、
成
卒
の
本
籍
地

と
貰
売
時
期
の
記
載
が
無
い
こ
と
を
除
い
て
、
前
掲
貰
売
名
籍
C
の
簡
1
5
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
こ
の
簡
3
0
が
簡
1
5
の
如
き
貰
売
名
籍
を
元
に

作
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
簡
3
0
が
回
収
さ
れ
た
貰
売
代
金
を
貰
売
主
に
渡
す
際
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
元
に
な
っ
た

貰
売
名
籍
も
怨
恨
代
金
回
収
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
前
掲
簡
1
1
の
末
尾
に
は
「
已
牧
得
威
治
所
畢
」
と
い
う

代
金
回
収
済
を
意
味
す
る
記
載
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は
他
の
部
分
と
同
筆
で
は
あ
る
が
や
や
小
振
り
の
文
字
で
あ
り
、
密
売
代
金
回
収
後
に
同

一
筆
記
者
に
よ
り
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
行
道
尊
書
に
つ
い
て
も
前
章
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
濁
世
の
配
属
さ
れ
た
部

に
お
い
て
前
掲
の
捨
売
名
籍
D
が
作
成
さ
れ
「
黒
部
某
年
増
行
道
金
売
名
籍
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
そ
れ
を
元
に
貰
売
代
金
の
回
収
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
貰
売
名
籍
は
貰
売
代
金
回
収
の
原
簿
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
責
名
籍
と
貰
売
名
籍
は
－
貰
売
名
籍
が
貰
売
代
金
の
回
収
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
i
共
に
金
銭
の
國
収
原
簿
で
あ
っ

て
作
成
目
的
は
同
一
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
貰
売
名
籍
と
責
名
籍
の
記
載
内
容
が
重
複
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
　
3
1
　
伐
胡
卒
口
悪
　
　
責
□
□
布
□
一
領
直
千
八
十
…
…
已
得
銭
二
百
少
八
百
八
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
責
廣
地
次
□
隊
…
長
陶
子
賜
練
禰
一
領
直
八
百
三
十
今
爲
居
延
布
吏

　
　
　
　
伐
胡
卒
□
口
　
　
責
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
■
国
門
α
り
”
①
臨

二
行
目
の
八
百
三
十
銭
は
明
ら
か
に
「
練
嬬
一
領
」
の
貰
売
代
金
で
あ
る
か
ら
、
貰
売
名
籍
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
る
は
ず
の
貰
売
代
金
が
、
こ

の
例
で
は
責
名
籍
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
名
籍
の
作
成
目
的
や
回
収
の
対
象
に
関
し
て
、
両
名
籍
の
間
に
は
際
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立
っ
た
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
「
責
」

と

「
貰
売
」
の
二
種
類
の
名
籍
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

漢代の裁判文轡「袈書」（鷹取）

　
（
二
）
　
両
名
籍
の
機
能

　
作
成
騒
的
や
回
収
対
象
に
関
し
て
は
明
確
な
相
違
の
見
ら
れ
な
い
二
つ
の
名
籍
で
あ
る
が
、
回
収
対
象
の
表
記
を
精
察
す
る
と
微
妙
な
違
い

の
有
る
こ
と
に
気
が
附
く
。
貰
売
名
籍
で
は
前
掲
の
例
の
如
く
「
何
を
」
「
幾
ら
で
」
「
誰
に
」
貰
聾
し
た
か
が
必
ず
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
責
名
籍
で
は
債
権
発
生
の
原
因
と
な
っ
た
物
品
な
ど
の
記
載
が
無
く
、
た
だ
債
権
額
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
3
2
　
郭
卒
去
福
　
責
故
尉
口
四
百
士
吏
讃
主
収
得
畢
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
⑩
O
・
一
ω
÷
同
り
O
・
匡
（
〉
。
。
）

　
　
3
3
　
Z
　
自
言
責
甲
渠
令
史
張
子
恩
銭
三
百
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
。
。
c
飛
・
卜
。
刈
》
（
＞
o
。
）

　
　
3
4
　
図
隊
…
長
徐
宗
　
自
言
貴
故
三
泉
亭
長
石
延
寿
菱
銭
少
二
百
八
十
数
等
不
可
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
・
①
（
〉
。
。
）

　
　
3
5
　
郭
卒
歩
賞
　
自
言
責
第
廿
一
黙
徐
勝
之
長
儒
銭
少
二
千
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
．
℃
■
帰
α
一
　
o
。

簡
3
2
、
簡
3
3
で
は
「
四
百
」
「
銭
三
百
」
と
い
う
債
権
額
が
あ
る
だ
け
で
、
債
権
が
何
に
起
因
す
る
か
の
記
載
は
無
い
。
簡
3
4
、
簡
3
5
で
は

「
養
」
「
長
嬬
」
の
売
却
価
格
の
記
載
さ
え
無
く
「
少
二
百
八
十
」
「
少
二
千
」
と
い
う
未
払
額
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
よ
り
、
貰
売
名

籍
で
は
「
何
を
」
「
幾
ら
で
」
「
誰
に
」
貰
早
し
た
か
が
必
要
な
情
報
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
責
名
籍
に
お
い
て
は
債
権
額
以
外
は
必
要
で
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
か
る
相
違
を
念
頭
に
入
れ
て
債
権
及
び
淫
売
代
金
の
回
収
命
令
の
簡
を
見
て
み
る
と
、
回
収
命
令
の
文
言
も
「
責
」
と
「
貰
売
」
と
で
異

な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
。
責
名
籍
に
よ
る
債
権
回
収
で
は
簡
1
、
簡
2
に
「
驚
嘆
牧
五
胎
」
と
あ
る
よ
う
に
「
験
問
（
尋
問
）
」
と
「
収

責
（
債
権
の
回
収
）
」
及
び
「
報
（
結
果
報
告
）
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
貰
売
代
金
回
収
命
令
で
あ
る
簡
2
2
で
は
「
収
責
」
の
語

し
か
な
い
。
次
の
例
も
貰
売
代
金
の
回
収
依
頼
で
あ
る
。

　
　
3
6
　
図
□
丑
朔
甲
寅
居
延
庫
守
丞
慶
応
言
之
繕
治
車
卒
皇
朝
自
言
書
費
衣
財
物
客
民
量
器
各
如
牒
律
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図
□
辞
宮
移
書
人
在
二
所
二
以
次
唯
府
令
甲
渠
牧
責
得
銭
與
朝
敢
蓄
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
6
窃
O
。
誌
α
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
唯
」
以
下
が
文
書
送
付
先
へ
の
依
頼
命
令
内
容
に
当
た
る
が
、
「
収
責
」
を
命
じ
る
だ
け
で
「
諮
問
」
の
語
は
無
い
。
こ
の
よ
う
に
、
貰
売

代
金
の
回
収
で
は
代
金
回
収
だ
け
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
債
権
回
収
で
は
債
権
回
収
に
際
し
債
務
者
の
「
立
位
」
も
命
じ
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
責
名
籍
・
貰
売
名
籍
に
は
債
権
・
画
廊
内
容
以
外
の
記
載
を
含
む
も
の
が
有
る
が
、
そ
の
記
載
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
の
命
令
に
対
応
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

責
名
籍
で
あ
る
前
掲
簡
2
9
に
は
「
謹
直
問
士
吏
孫
翌
翌
服
負
」
（
謹
ん
で
士
吏
孫
猛
を
尋
問
し
た
と
こ
ろ
「
債
務
を
承
服
し
ま
す
」
と
供
述
し
ま
し
た
）

と
い
う
尋
問
結
果
と
「
已
収
得
心
証
百
草
」
と
い
う
債
権
回
収
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
簡
は
「
辞
」
以
下
に
被
尋
問
者
李
勝

之
の
供
述
が
そ
の
ま
ま
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
長
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
簡
2
9
と
同
じ
責
名
籍
で
あ
る
。

　
　
3
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
責
候
長
李
勝
之
銭
二
百
九
十
三
謹
験
問
勝
之
僻
隠
金
君
隠
夫
彰
祖
爲
珍
北
塞
外
候
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
年
十
二
月
申
與
自
走
等
四
人
供
殺
牛
蚕
繭
計
不
負
彰
祖
銭
彰
祖
徒
三
白
石
部
移
三
三
ム

　
　
　
　
ロ
居
里
女
子
石
弓
三
王
子
羽
羽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銭
二
百
九
十
三
ム
袋
書
自
讃
不
…
冨
償
墨
書
銭
二
本
絶
彰
祖
免
蹄
塾
池
至
今
積
四
歳
君
侠
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
復
責
ム
銭
ム
自
粛
袈
書
置
珍
北
雨
避
　
　
母
盲
官
　
　
哀
痛
□
妻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
ω
餅
↓
呼
器

こ
の
例
で
も
「
年
魚
問
勝
之
」
以
下
で
尋
問
結
果
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
不
当
償
彰
祖
銭
」
と
あ
る
よ
う
に
李
勝
之
が
債
務

不
承
認
で
あ
っ
た
た
め
に
債
権
回
収
状
況
の
記
録
は
無
い
。
ま
た
、

　
　
　
3
8
　
況
　
　
自
言
責
甲
渠
終
古
隊
…
長
徐
帯
履
銭
百
六
十
服
負
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
・
℃
．
日
黛
”
心
O
刈

で
は
、
尋
問
結
果
に
当
た
る
「
服
負
」
の
墨
色
が
他
の
文
字
と
は
異
な
り
、
「
服
負
」
が
追
記
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
債
務

者
の
尋
問
が
責
名
籍
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
尋
問
実
施
後
に
「
服
負
」
が
追
記
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
貰
売
名
籍
で
は
前

掲
簡
1
1
の
「
已
牧
得
減
治
寒
紅
」
、
簡
1
3
の
「
已
入
二
黒
」
の
よ
う
に
多
売
代
金
の
回
収
状
況
が
記
録
さ
れ
る
の
み
で
、
買
い
手
を
尋
問
し
た

記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
命
令
文
三
口
に
お
け
る
「
訊
問
」
の
有
無
は
単
な
る
省
略
で
は
な
く
、
「
責
」
と
「
貰
売
」
と
で
回
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収
手
続
き
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
債
権
回
収
に
際
し
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
「
験
問
」
が
、
債
務
者
が
債
務
を
承
認
す
る
か
否
か
を
質
す
尋
問
で

あ
る
こ
と
は
、
「
詰
問
」
結
果
の
内
容
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
責
名
籍
に
よ
る
債
権
回
収
に
お
い
て
債
務
者
の
尋
問
が
行
わ
れ
る
理
由

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
貴
名
籍
の
中
に
は
簡
3
4
の
よ
う
に
「
責
不
可
得
（
債
権
が
回
収
で
き
な
い
）
」
と
い
う
文
言
の
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
「
責
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

可
得
」
の
語
は
「
雪
曇
」
の
場
合
に
は
現
れ
ず
「
責
」
に
限
ら
れ
る
。
責
名
籍
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
文
書
の
見
え
る
例
が
あ
る
。

　
　
3
9
　
責
不
可
得
書
到
験
問
審
負
知
君
銭
白
報
謹
験
問
當
辞
豊
艶
十
一
月
中
主
知
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
工
銭
三
千
六
百
以
贈
婦
當
負
戯
貧
急
母
銭
可
償
知
君
者
謁
報
奇
書
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閏
．
国
円
の
⑩
”
一
ω
＋
国
・
℃
．
6
q
①
n
O
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
馬
験
間
当
」
以
下
が
尋
問
結
果
の
報
告
で
、
そ
の
前
の
「
陽
報
」
ま
で
は
尋
問
命
令
の
再
録
で
あ
る
。
「
験
問
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

こ
の
命
令
は
貴
名
籍
に
基
づ
く
債
権
回
収
命
令
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
中
の
「
書
展
」
以
前
の
部
分
は
命
令
に
到
る
経
緯
の
説
明
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

命
令
が
「
尋
問
し
耳
翼
に
対
し
借
金
が
あ
る
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
報
告
せ
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
責
不
可
得
」
は
債
権
者
知
君
に

よ
る
債
権
回
収
の
申
し
立
て
の
末
尾
で
あ
る
こ
と
間
違
い
な
い
。
「
辞
」
以
下
が
尋
問
さ
れ
て
い
る
「
当
」
な
る
人
物
の
供
述
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
「
去
る
十
一
月
中
に
知
君
か
ら
三
千
六
百
銭
を
借
り
婦
の
飛
を
腰
い
ま
し
た
。
債
務
が
あ
り
青
島
に
当
た
り
ま
す
。
（
し
か
し
）
貧
急
で

あ
り
聖
君
に
返
済
す
る
銭
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。
こ
の
供
述
か
ら
「
鍵
層
」
に
よ
る
返
済
不
能
が
「
責
不
可
得
」
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、

前
掲
の
簡
3
7
で
は
「
不
当
償
墨
形
銭
」
と
あ
る
よ
う
に
尋
問
さ
れ
た
李
勝
之
が
債
務
支
払
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
債
務
者
の
「
郷

里
」
が
行
わ
れ
る
の
は
債
務
支
払
い
拒
否
や
支
払
不
能
の
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
「
験
問
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
債
権
回
収
命
令
の
「
験

聖
堂
責
」
は
、
債
務
を
支
払
わ
な
い
債
務
者
を
始
め
に
「
験
問
」
し
て
債
務
を
承
服
さ
せ
、
そ
の
上
で
債
権
を
回
収
す
る
と
い
う
命
令
な
の
で

あ
る
。
か
か
る
手
続
き
は
債
務
者
に
債
務
を
支
払
っ
て
も
ら
え
な
い
債
権
者
が
、
官
に
対
し
て
債
権
存
在
を
確
認
し
債
務
者
に
債
務
支
払
を
実

行
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
公
権
力
に
よ
る
問
題
の
解
決
－
公
力
救
済
　
　
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
、
「
責
」
と
表
記
さ
れ
る

債
権
回
収
は
債
権
に
関
す
る
裁
判
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
の
検
討
か
ら
、
下
血
名
籍
に
よ
る
瀟
瀟
代
金
の
回
収
は
単
な
る
代
金
回
収
代
行
の
依
頼
で
あ
る
の
に
対
し
、
責
名
籍
に
よ
る
債
権
回
収

は
債
務
者
を
尋
問
し
て
債
務
を
承
認
さ
せ
た
上
で
債
権
を
回
収
す
る
と
い
う
、
債
権
・
債
務
関
係
の
裁
判
と
特
徴
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。　

こ
の
よ
う
に
貰
売
名
籍
が
髄
鞘
代
金
回
収
原
簿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
述
の
よ
う
に
無
極
代
金
の
支
払
期
限
の
記
載
が
無
い
こ
と
が
問
題
と

な
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
え
て
お
き
た
い
。
実
は
、
立
売
名
籍
の
作
成
、
即
ち
、
貰
売
代
金
の
回
収
代
行
の
依
頼
は
貰
売
買
契
約
が
成
立
し
た
時

点
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
貰
売
名
籍
に
見
え
る
「
某
月
中
」
と
い
う
表
記
は
、
貰
売
買
契
約
が
名
籍
作
成
時
点
よ
り
前
で
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
契
約
と
名
籍
作
成
と
の
時
間
的
間
隔
は
行
道
貰
売
名
籍
の
事
例
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
成
心
に
よ
る
行
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

直
売
は
山
辺
に
向
か
う
途
中
で
の
貰
売
で
あ
る
か
ら
、
戌
卒
交
代
の
時
期
で
あ
る
四
月
の
前
後
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
行
道
貰

売
名
籍
に
よ
る
薬
売
代
金
の
回
収
依
頼
は
簡
2
2
で
は
十
一
月
過
行
わ
れ
て
お
り
、
貰
直
後
お
よ
そ
半
年
で
あ
る
。
こ
の
半
年
と
い
う
期
間
は
貰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

売
代
金
の
支
払
期
限
に
相
当
す
る
。
咽
漢
書
』
に
は
債
務
来
返
済
の
ま
ま
六
カ
月
を
超
過
し
た
た
め
に
列
侯
が
免
ぜ
ら
れ
た
例
も
見
え
、
債
務

返
済
は
六
カ
月
を
限
度
と
す
る
こ
と
が
律
で
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
漢
簡
中
の
券
の
例
で
も
支
払
期
限
は
一
カ
月
か
ら
五
力

　
　
　
⑮

月
で
あ
る
。
従
っ
て
、
行
道
貰
売
名
籍
の
作
成
は
貰
売
代
金
の
支
払
期
限
後
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
振
売
名
籍
に
は
支
払

期
限
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
貰
売
代
金
を
回
収
す
る
上
で
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
既
に
支
払
期
限
を
超
え
た

時
点
で
名
籍
が
作
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
何
等
問
題
は
無
い
。
経
書
名
籍
D
が
券
を
元
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
支
払
期
限
の
記
載

が
無
い
理
由
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
量
売
名
籍
に
は
代
金
の
一
部
が
支
払
い
済
の
も
の
が
あ
る
。
前
掲
の
簡
1
6
に
は
「
貰
費
莞
皐
綺
写
影
襲
一
雨
直
二
百
七
十
已
得
二
百

少
七
十
」
と
あ
り
、
貰
年
代
金
二
百
七
十
銭
の
内
、
二
百
銭
は
既
に
度
盛
済
で
あ
る
。
従
っ
て
、
寒
星
名
籍
に
よ
っ
て
回
収
を
依
頼
さ
れ
て
い

る
の
は
貰
売
代
金
の
未
回
収
分
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
貰
売
名
籍
は
全
て
の
貰
売
買
に
つ
い
て
契
約
成
立
時
に
作
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
支
払
期
限
経
過
後
に
代
金
未
払
分
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に
つ
い
て
の
み
、
回
収
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
の
官
に
よ
る
行
道
権
化
代
金
の
「
制
度
的
」
回
収
と
一
見
矛

盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
行
道
貰
売
の
場
合
は
売
り
手
の
戊
卒
と
買
い
手
の
民
の
所
在
地
が
離
れ
て
い
て
、
も
と
よ
り
代
金
圖
収
の
術
が
無
い

と
い
う
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
、
官
に
よ
る
代
金
回
収
が
「
制
度
的
」
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
前
節
末
で
取
り
上
げ
た
簡
3
1
の
責
名
籍
に
よ
る
嚢
底
代
金
國
収
を
考
え
て
お
き
た
い
。
通
常
、
貰
下
代
金
回
収
は
貰
売
名
籍
に
よ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
回
収
代
行
だ
け
で
、
「
験
問
」
は
行
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
買
い
手
が
支
払
の
義
務
な
ど
無
い
と
偽
る
可
能

性
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
責
名
籍
に
よ
っ
て
そ
の
貰
売
代
金
の
回
収
を
依
頼
す
る
こ
と
一
こ
れ
は
即
ち
裁
判
に
訴
え
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
一
…
に
よ
っ
て
、
初
め
て
買
い
手
を
「
験
問
」
し
債
務
を
承
服
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
簡
3
1
が
責
名
籍
で
あ
る

理
由
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

①
こ
の
二
五
は
孫
猛
と
い
う
人
名
か
ら
接
続
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

②
二
行
目
の
「
比
平
」
は
「
平
価
に
比
（
な
ぞ
ら
）
え
て
」
と
解
釈
さ
れ
、
売
価

　
千
二
百
五
十
銭
に
対
し
、
六
百
銭
が
官
に
よ
り
回
収
・
支
払
わ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
吏
卒
間
の
私
的
売
買
に
対
す
る
候
官
の
積
極
的
管
理
を
示
唆
す
る
。

③
貰
売
名
籍
が
貰
売
代
金
回
収
の
原
簿
で
あ
れ
ば
、
買
い
手
・
貰
売
贔
目
・
代

　
金
・
支
払
期
限
の
記
載
は
必
須
の
は
ず
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
支
払
期
限
は

　
無
い
。
こ
の
点
は
、
貰
売
名
籍
を
代
金
回
収
原
簿
と
考
え
る
上
で
も
や
は
り
問
題

　
と
な
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
貰
売
名
籍
は
支
払
期
限
超
過
後
に
作
成
さ
れ
る
の
で
、

　
支
払
期
限
の
記
載
が
無
く
と
も
代
金
回
収
に
支
障
は
無
い
。

④
市
川
任
三
「
撃
墜
簡
印
章
考
」
（
財
団
法
人
無
窮
会
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

　
｝
五
　
　
【
九
⊥
ハ
四
）
。

⑤
「
辞
」
は
人
の
供
述
を
指
す
語
で
あ
り
、
「
辞
」
の
後
の
「
服
負
」
が
孫
猛
の

　
供
述
に
当
た
る
。
こ
の
場
合
は
供
述
全
文
で
は
な
く
節
録
で
あ
ろ
う
。
前
掲
拙
稿

　
「
藻
塩
漢
簡
劾
状
関
係
冊
書
の
復
原
」
参
照
。

⑥
簡
3
7
の
解
釈
に
つ
い
て
は
籾
山
明
前
掲
「
裳
書
新
探
」
参
照
。

⑦
こ
の
他
に
「
責
不
可
得
」
の
見
え
る
も
の
は
前
掲
簡
7
、
簡
3
4
、
後
掲
簡
4
4
。

　
一
α
c
。
・
卜
。
O
（
＞
G
。
）
に
は
「
□
候
長
張
子
出
銭
呼
買
帯
出
不
可
得
」
と
あ
る
が
、
金

　
額
だ
け
の
表
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
簡
も
責
名
籍
と
判
断
で
き
る
。

⑧
こ
の
二
簡
は
出
土
聞
方
（
原
簡
番
号
の
T
）
を
異
に
す
る
が
、
「
知
君
」
の
名

　
前
、
及
び
国
．
℃
■
↓
α
⑩
一
一
ω
左
端
の
墨
跡
と
国
．
℃
■
8
α
？
。
。
の
文
字
の
右
は
ら

　
い
の
位
遣
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
元
々
一
枚
の
両
行
簡
（
二
行
導
き
の
簡
）
が

　
左
（
］
円
．
℃
．
目
0
①
一
。
◎
）
右
（
目
．
℃
．
月
㎝
Φ
」
G
。
）
に
割
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑨
報
告
の
文
書
に
命
令
内
容
を
再
録
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
庭
惰
「
史
記
三

　
王
世
家
と
漢
の
公
文
書
」
（
同
氏
前
掲
香
所
収
）
参
照
。

⑩
簡
3
9
と
同
じ
く
「
費
不
可
得
書
到
験
問
」
の
語
を
持
つ
次
の
簡
に
は
債
権
回
収

　
を
命
ず
る
「
収
資
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
貸
甲
渠
候
絹
張
無
徳
銭
二
千
責
不
可
得
書
到
験
問
審
如
猛
言
爲
牧
資
言
謹
験
問

　
　
　
瞳
延
徳

　
　
封
日
廼
元
康
四
年
四
月
中
腰
徳
從
西
河
虎
猛
都
里
趙
武
取
運
銭
千
九
百
五
十
約

　
　
　
睡
至
高
予
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
℃
．
↓
㎝
¢
　
Q
。
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⑪
　
鵜
飼
昌
男
「
漢
代
の
文
書
に
つ
い
で
の
一
考
察
l
l
噌
記
㎞
と
い
う
文
書
の
存

　
在
1
」
（
「
凝
望
」
六
八
　
一
九
八
八
）
。

⑫
「
審
」
は
「
ま
こ
と
、
事
実
な
る
こ
と
」
の
意
味
で
あ
る
。
籾
山
明
前
掲
「
秦

　
の
裁
判
制
度
の
復
元
」
。
注
⑳
所
掲
国
．
℃
■
門
＄
H
。
。
に
も
見
え
る
。

⑬
前
掲
拙
稿
「
漢
代
戊
卒
の
徴
発
と
就
役
地
へ
の
移
動
」
。

⑭
「
漢
書
隔
巻
一
八
高
恵
高
弔
文
功
臣
追
河
陽
細
編
陳
潤
條
「
孝
文
元
年
信

　
嗣
、
三
年
坐
不
償
人
債
過
六
月
免
。
」

⑮
簡
2
4
は
契
約
が
十
月
で
期
限
が
正
月
、
簡
2
5
は
契
約
が
七
月
で
期
限
が
八
月
、

　
第
二
章
注
⑳
所
掲
霧
・
一
（
〉
。
。
）
は
契
約
が
閏
月
（
『
二
十
史
朔
閏
表
」
で
は
八
月

　
置
閏
）
で
支
払
期
限
が
「
春
」
、
鱒
①
卜
。
・
b
o
⑩
（
＞
Q
。
）
は
契
約
が
七
月
で
期
限
が
十
工

　
月
、
国
．
℃
．
↓
脚
刈
一
心
卜
。
は
契
約
が
十
一
月
で
期
限
が
「
春
」
、
刈
㊤
．
U
．
ζ
．
↓
ゴ

　
一
⑩
＼
①
ω
塾
。
は
契
約
が
六
月
で
期
限
が
七
月
で
あ
る
。
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四
　
債
権
回
収
手
続
き
と
自
証
愛
書

　
本
章
で
は
前
々
章
の
考
察
結
果
を
承
け
て
、
先
ず
責
名
籍
に
お
け
る
「
群
言
」
の
有
無
の
意
味
を
検
討
し
、
そ
の
後
で
、
債
務
者
が
債
務
不

承
認
の
際
の
自
証
愛
書
作
成
・
送
付
の
要
求
が
「
自
警
」
の
無
い
「
貴
」
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
先
の
考
察
の
結
果
、
愚
智
名
籍
の
「
自
書
」
の
有
無
を
規
定
す
る
事
実
保
証
は
、
契
約
書
で
あ
る
券
に
よ
り
為
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
責
名
籍
に
お
い
て
「
謹
言
」
が
附
さ
れ
ず
に
単
に
「
責
」
と
の
み
表
記
さ
れ
る
場
合
も
、
貰
売
名
籍
に
お
け
る
券
と
同
等
の
事
実
保

証
力
を
持
つ
「
何
か
」
に
よ
っ
て
事
実
保
証
が
為
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
責
名
籍
の
事
実
保
証
を
す
る
「
何
か
」
の
一
つ
に
当

た
る
の
が
、
貰
売
名
籍
と
同
じ
券
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
券
に
よ
る
事
実
保
証
を
直
接
示
す
史
料
は
未
見
で
あ
る
が
、
次
の
簡
に

は
「
責
券
」
と
あ
る
。

　
　
4
0
　
Z
責
券
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邸
謹
・
ω
b
⊃
（
〉
ω
ω
）

「
貴
券
」
は
債
権
関
係
の
契
約
書
と
思
わ
れ
、
こ
の
「
債
券
簿
」
は
券
に
よ
る
債
権
の
事
実
保
証
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に

貰
売
代
金
が
責
名
籍
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
る
場
合
に
、
貰
売
買
契
約
の
券
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
保
証
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
券
以
上
の

事
実
保
証
力
を
持
つ
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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で
は
、
券
が
存
在
し
な
い
場
合
の
事
実
保
証
は
何
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
4
1
　
図
移
責
籍
及
袋
書
會
月
七
日
須
言
府
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
℃
．
↓
切
①
蔦
G
。
駆

こ
の
簡
は
「
貫
籍
」
と
「
残
夜
」
の
送
付
を
命
じ
た
候
官
の
命
令
で
あ
る
。
「
貴
慮
」
は
責
名
籍
に
相
違
な
く
、
「
愛
書
」
は
「
責
籍
」
と
共
に

送
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
債
権
関
係
の
愛
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
愛
書
に
つ
い
て
、
債
権
者
が
債
権
の
存
在
を
証
し
た
裳

書
か
、
そ
れ
と
も
「
不
服
移
自
証
袈
書
」
に
見
え
る
債
務
者
が
債
務
不
存
在
を
証
し
た
袋
書
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
俄
か
に
断
定
は
で
き
な

い
・
た
だ
・
秋
震
績
に
よ
る
労
の
加
物
に
関
係
し
て
・
誰
に
習
の
労
を
増
す
か
と
い
う
増
労
の
明
細
で
あ
る
「
増
労
名
籍
」
と
・
増
労
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

数
の
算
定
根
拠
と
な
る
秋
射
成
績
を
証
明
す
る
「
射
聖
書
」
と
が
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

　
　
4
2
　
爵
右
□
□
□
簿
増
労
名
籍
射
袈
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
勺
・
司
一
〇
気

　
　
4
3
　
爾
右
秋
以
令
射
袋
書
名
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
巳
℃
．
6
㎝
①
』
♂

二
簡
の
比
較
か
ら
、
「
（
塵
労
）
名
籍
」
と
「
射
袋
書
」
の
二
つ
が
一
緒
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
例
に
倣

え
ば
、
簡
4
！
も
債
権
の
明
細
で
あ
る
責
名
籍
と
そ
の
債
権
を
証
明
す
る
韻
書
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
簡
4
1
の
裳
書
を
債
権
の

存
在
を
証
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
責
名
籍
の
事
実
保
証
を
す
る
「
何
か
」
に
裳
書
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
債
務
者
が
債
務
不
承
認
の
場
合
に
自
証
触
書
の
作
成
・
送
付
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
債
権
の
存
在
が
「
自

雷
」
の
附
か
な
い
「
責
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
た
が
、
簡
4
1
か
ら
そ
の
「
責
」
の
事
実
保
証
は
過
書
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
事
よ
り
、
債
権
回
収
に
つ
い
て
、
債
権
の
存
在
を
債
権
者
が
裳
書
に
よ
っ
て
自
証
す
る
↓
債
務
者
を
尋
問
す
る
↓
債
務
者
が
債

務
不
承
認
な
ら
ば
そ
の
十
七
書
に
よ
っ
て
自
証
す
る
、
と
い
う
手
続
き
1
要
す
る
に
「
愛
書
に
は
玉
書
を
」
i
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

そ
う
で
あ
る
。
次
の
簡
は
か
か
る
手
続
き
を
示
す
例
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
4
4
　
口
責
不
可
得
謹
所
言
　
不
服
負
袈
書
自
謹
幽
歩
鴬
嬢
粗
製
南
隊
…
長
隈
笹
執
胡
隊
…
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
献
・
這
（
》
。
。
）

「
馨
」
以
下
の
「
某
甲
見
為
（
官
職
名
）
」
と
い
う
表
記
は
、
簡
6
、
簡
7
、
簡
3
1
に
も
見
え
る
よ
う
に
債
務
者
の
現
任
官
職
の
記
載
で
あ
る
。
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③

こ
の
記
載
の
見
え
る
簡
は
全
て
責
名
籍
で
、
債
権
者
が
主
語
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
責
不
可
得
」
も
簡
3
4
や
簡
3
9
の
よ
う
に
債
権
者
主
語

で
現
れ
る
表
現
で
あ
る
。
従
っ
て
、
簡
4
4
も
債
権
者
主
語
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
証
所
言
」
は
次
の
簡
に
見
え
る
。

　
　
4
5
　
野
中
当
従
卒
鵬
歎
已
貸
銭
百
廿
三
不
当
償
証
所
言
嘗
如
袋
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
・
℃
・
8
諾
昌
逡

末
尾
に
「
宮
如
袈
書
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
証
所
言
」
は
図
書
に
よ
っ
て
申
告
内
容
を
証
明
し
た
こ
と
を
示
す
語
で
あ
る
。
従
っ
て
簡
4
4
は
、

あ
る
人
物
が
歩
光
に
対
し
て
債
権
を
持
っ
て
い
る
こ
と
及
び
そ
れ
が
回
収
不
能
で
あ
る
こ
と
を
受
書
に
よ
っ
て
証
明
し
、
そ
の
債
権
の
回
収
を

官
に
依
頼
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
不
服
福
建
黒
歯
謹
」
と
い
う
表
現
は
次
の
簡
に
見
え
る
。

　
　
4
6
　
皆
不
服
袋
書
自
謹
書
到
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
。
O
①
・
ω
一
（
》
○
。
）

こ
の
簡
の
「
書
到
」
以
下
が
文
書
送
付
先
に
対
す
る
命
令
部
分
に
当
た
り
、
こ
れ
以
前
の
部
分
は
そ
の
命
令
を
出
す
に
到
る
経
緯
で
あ
る
か
ら
、

「
皆
不
服
襲
書
自
営
」
は
「
皆
承
服
せ
ず
、
以
上
裳
書
に
よ
っ
て
自
証
し
た
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
こ
の
「
愛
書
自
証
」
と
い
う
表
現
は
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

37

ﾌ
よ
う
に
「
散
書
に
よ
っ
て
自
証
し
た
」
と
い
う
報
告
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
う
す
る
と
こ
の
部
分
は
債
権
團
収
の
結
果
、
債
務
者
が
債

務
不
承
認
を
愛
書
自
証
し
た
こ
と
の
記
録
と
な
ろ
う
。
債
権
の
回
収
結
果
が
こ
の
よ
う
に
簡
略
に
記
載
さ
れ
る
例
は
簡
3
8
に
も
「
服
負
」
と
見

え
る
。
簡
4
4
に
は
他
の
責
名
籍
の
現
任
官
職
記
載
に
は
無
い
「
不
爲
憩
流
黙
長
」
の
語
が
あ
る
が
、
債
務
不
承
認
の
洋
書
自
証
の
報
告
と
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
現
任
が
債
権
者
の
申
告
し
た
執
胡
隊
…
長
で
は
な
く
豊
満
隊
…
長
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
記
録
と
解
釈
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
簡
4
4
を
解
釈
す
る
と
、
こ
こ
で
は
債
権
者
が
債
権
の
存
在
を
石
窟
で
自
証
し
た
の
を
承
け
て
、
債
務
者
が
債
務
不

承
認
襲
書
に
よ
・
て
自
証
す
る
と
い
う
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
」
と
に
な
ろ
や
こ
の
手
続
き
は
先
に
想
定
し
た
「
馨
に
は
馨
を
」

に
｝
致
す
る
も
の
で
、
か
か
る
想
定
の
証
左
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
債
権
者
が
愛
書
自
証
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
債
務
不
承
認
の
場
合
そ
の
旨
を
同
じ
く
首
書
自
証
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
裳
書
論
証
す
る
と
は
先
述
の
よ
う
に
証
不
言
請
律
の
下
で
証
言
す

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
も
証
雷
内
容
が
虚
偽
で
あ
っ
た
場
合
に
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
故
、
真
書
に
よ
っ
て
自
証
さ
れ
た
内
容
は
虚
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偽
で
は
な
い
真
実
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
の
簡
に
は
、
袈
書
に
よ
っ
て
自
証
し
た
内
容
に
対
す
る
か
か
る
取
り
扱
い
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
4
7
　
講
書
到
候
身
臨
以
書
一
レ
ニ
暁
來
不
服
遣
吏
將
來
輿
市
臼
是
服
言
麟
聴
音
府
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
・
℃
．
日
0
①
口
刈

雨
落
の
「
是
服
言
」
ま
で
が
命
令
の
再
録
で
、
「
鯵
謹
」
以
下
が
そ
れ
に
対
す
る
報
告
で
あ
る
。
報
告
部
分
に
「
以
府
書
」
と
あ
る
か
ら
、
命

令
は
都
尉
府
か
ら
の
も
の
で
「
候
」
は
甲
羅
郭
候
を
指
す
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
命
令
再
録
部
分
の
内
「
書
誌
」
迄
は
先
述
の
通
り
こ
の
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

令
を
出
す
に
到
る
経
緯
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
証
」
一
字
で
あ
る
が
、
蒼
鉛
中
の
「
証
」
は
自
証
裳
書
や
相
牽
証
任
購
書
と
い
っ
た
袋
書
に
よ

る
証
言
を
指
す
語
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
命
令
は
言
書
に
よ
る
証
言
を
前
提
と
し
て
出
さ
れ
た
命
令
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
命
令
の
最
後
に

「
是
服
言
」
と
あ
る
が
、
「
累
層
」
は
そ
の
前
の
「
不
服
」
と
の
対
比
か
ら
「
事
実
と
し
て
承
服
す
る
」
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。
釈
読
不
明
の
一

字
は
図
版
で
は
「
相
」
の
よ
う
で
あ
り
、
「
与
市
」
の
「
市
」
を
人
名
と
す
れ
ば
、
こ
の
簡
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
よ
う
。
「
（
笈
書
に
よ
っ

て
）
証
言
し
た
。
こ
の
文
書
が
到
着
し
た
ら
、
甲
歯
種
候
自
身
が
（
被
疑
者
に
）
接
見
し
て
こ
の
書
を
以
て
一
つ
一
つ
教
え
諭
せ
。
も
し
も
承

服
し
な
い
場
合
は
吏
を
遣
わ
し
て
連
行
し
、
市
と
相
共
に
承
服
し
た
な
ら
ば
報
告
せ
よ
」
と
な
ろ
う
。
「
与
市
□
」
の
解
釈
は
確
定
的
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
が
、
「
呉
服
」
が
報
告
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
「
証
」
の
内
容
は
真
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
「
不

服
」
な
ど
有
り
得
な
い
と
い
う
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
姿
勢
を
取
り
得
た
の
は
、
証
不
言
請
律
の
適
用
対
象
で
あ
る
が
故
に

裳
書
に
よ
る
証
　
言
内
容
は
真
実
に
準
ず
る
信
法
性
を
持
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
責
」
の
事
実
保
証
に
お
い
て
、
裳
書

自
証
の
事
実
保
証
力
が
契
約
の
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
券
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
た
理
由
は
こ
こ
に
有
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
点
、
即
ち
、
債
権
の
存
在
が
「
自
言
責
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
は
債
務
者
が
債
務
不
承
認
で
も
自
証
愛
書
の
作

成
・
送
付
は
求
め
ら
れ
ず
、
「
謹
言
」
の
附
か
な
い
「
責
」
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
債
権
回
収
手
続
き
全
体
の
中
で
如
何
な

る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
債
権
の
存
在
が
「
自
雷
」
の
附
か
な
い
「
責
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
券
又
は

罫
書
に
よ
り
事
実
保
証
が
為
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
責
」
を
事
実
保
証
の
全
く
無
い
、
極
三
口
す
れ
ば
嘘
で
も
構
わ
な
い
「
毒
言
」
と
い
う
形
態
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で
否
定
す
る
こ
と
は
、
信
懸
道
の
点
で
釣
り
合
い
が
取
れ
ず
意
味
を
為
さ
な
い
。
そ
れ
故
、
「
責
」
を
事
実
保
証
し
た
券
や
裳
書
と
同
等
の
信

葱
性
を
持
つ
自
証
落
書
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
自
言
責
」
の
場
合
は
申
告
し
た
債
権
内
容
に
は
も
と
よ
り
何
等

の
事
実
保
証
も
無
い
の
で
、
上
蓋
性
の
釣
り
合
い
か
ら
「
自
言
責
」
を
否
定
す
る
場
合
も
特
に
自
証
袈
書
に
よ
る
必
要
は
無
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
　
「
責
」
と
表
現
さ
れ
る
債
権
回
収
に
お
い
て
債
務
不
承
認
な
ら
ば
自
証
覚
書
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
、
信
懸
性
の
点
か
ら
言
え
ば
以

上
の
如
く
で
あ
る
が
、
現
実
的
手
続
き
の
点
か
ら
言
え
ば
次
の
如
き
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
責
」
と
表
現
さ
れ
る
債
権
は

事
実
保
証
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
、
申
告
さ
れ
た
債
権
の
内
容
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
債
務
者
は
債
務
を
承
服
す
べ
き
で
あ
る
、
と
債
権

回
収
を
依
頼
さ
れ
た
官
は
当
然
判
断
し
た
で
あ
ろ
う
。
債
務
者
が
債
務
不
承
認
な
ら
ば
自
証
愛
書
の
作
成
・
送
付
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

か
か
る
官
の
判
断
の
下
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
債
務
不
承
認
の
際
に
債
務
者
に
自
証
袋
書
を
作
成
さ
せ
る
の
は
、
愛
書
本
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
機
能
で
あ
る
「
自
己
の
主
張
の
正
当
さ
を
証
」
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
証
言
内
容
が
虚
偽
で
あ
っ
た
場
合
に
処
罰
の
対
象
と
な
る

証
不
雪
請
律
の
下
で
界
雷
さ
せ
る
こ
と
で
、
債
務
者
が
偽
っ
て
債
務
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
秋
山
に
つ
い
て
は
永
田
英
正
「
居
延
漢
簡
に
見
る
候
官
に
つ
い
て
の
～
試
論
」

　
（
同
氏
前
掲
書
所
収
）
、
大
庭
脩
「
『
建
武
五
年
遷
補
牒
」
と
功
労
文
書
」
（
同
著

　
『
漢
簡
研
究
』
同
朋
舎
出
版
　
一
九
九
二
）
な
ど
を
参
照
。

②
秋
射
の
考
慮
名
籍
の
例
は
望
見
で
あ
る
が
、
次
の
簡
は
「
乗
塞
外
」
に
よ
る
増

　
労
内
容
が
記
載
さ
れ
た
名
籍
で
増
労
名
籍
に
違
い
な
い
。
秋
射
の
場
合
も
こ
の
よ

　
う
な
書
式
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
始
建
国
三
年
十
月
旦
乗
塞
外
尽
一
皿
年
九
月
晦
積
三
百
図

　
図
日
記
黙
長
上
造
出
欽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
張
按
延
城
大
尉
元
丞
三
芳
詔
書
臨
終
労
□
Z

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
円
α
⑩
　
ω
ω
㊤

　
斎
主
裳
書
は
次
の
書
式
の
も
の
で
あ
る
。
秋
尺
袋
書
に
つ
い
て
は
籾
山
明
前
掲

　
「
袋
書
新
探
」
参
照
。

　
　
甘
露
二
年
八
月
戊
午
朔
丙
戌
甲
渠
令
史
齊
興
言
之
第
十
九
翼
長
緻
自
言
當
以
令

　
　
1
1
秋
射
署
汐
留
即
握
力
鱗
弩
矢

　
　
□
弩
腎
皆
腫
令
甲
渠
候
漢
彊
守
令
史
齊
署
登
中
矢
数
子
為
替
如
袋
書
敢
言
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
■
℃
’
↓
㎝
ω
”
一
ω
c
o

③
国
．
℃
■
6
黛
為
O
に
も
債
務
者
の
現
任
の
記
載
が
鍛
え
る
が
、
や
は
り
債
権
者

　
主
語
の
責
名
籍
で
あ
る
。
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④
他
に
「
質
量
画
所
責
了
百
事
」
冊
書
の
頃
℃
「
喝
卜
。
P
認
、
。
。
心
な
ど
。
こ
れ
に

　
対
し
て
、
債
務
不
承
認
の
際
の
自
証
詔
書
の
作
成
・
送
付
の
命
令
は
、
簡
2
、
簡

　
4
の
よ
う
に
「
不
服
移
自
証
髪
書
」
と
表
現
さ
れ
る
。

⑤
簡
4
4
で
は
債
務
不
承
認
を
海
樽
自
証
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
債
権
は
「
自

　
言
」
の
附
か
な
い
「
貴
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
費
」

　
の
事
実
保
証
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
「
証
所
雷
」
と
あ
る
如
く
愛
書
に
よ
る
事

　
実
保
証
の
例
と
な
ろ
う
。

⑥
栢
牽
証
任
髪
書
に
つ
い
て
は
籾
山
明
前
掲
「
袋
書
新
探
」
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

⑦
次
の
例
も
「
是
服
雷
」
と
同
様
に
、
報
告
を
命
ず
る
「
雷
」
の
前
の
「
已
成
」

　
が
報
告
の
前
提
と
さ
れ
、
「
（
作
業
が
）
完
了
し
た
な
ら
ば
報
告
せ
よ
」
と
い
う
報

　
告
命
令
で
あ
る
。

　
十
月
壬
寅
甲
渠
郵
候
喜
告
尉
謂
不
侵
候
長
諸
等

　
篤
笹
書
到
趣
作
治
已
造
言
會
月
十
五
日
詣
雷
府
警
律
令
／
士
吏
宣
令
史
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ω
り
・
ω
①
十
重
鱒
・
も
。
ら
Q
（
＞
c
o
）

⑧
籾
山
明
前
掲
「
髪
書
新
探
」
。

　
以
上
、
裁
判
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
る
下
書
が
持
つ
機
能
の
考
察
を
中
心
に
、
そ
れ
に
関
連
し
て
心
延
で
行
わ
れ
た
豊
丘
に
よ
る
売
買
の
問

題
も
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
債
権
債
務
問
題
の
裁
判
に
際
し
て
作
成
さ
れ
る
裳
書
は
、
証
不
言
豊
幡
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ

る
が
故
に
貰
売
買
契
約
の
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
券
と
同
等
の
事
実
保
証
力
を
持
ち
、
裳
書
に
よ
っ
て
証
雷
さ
れ
た
内
容
は
事
実
に
準
ず
る
信
愚

性
を
持
つ
も
と
し
て
官
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
筋
書
の
内
容
は
「
紛
う
か
た
無
き
真
実
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
裳
書
に
よ
っ
て
事
実
保
証
さ
れ
た
債
権
と
事
実
保
証
の
無
い
自
己
申
告
に
よ
る
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
、
自
己
申
告
に
は
「
自
言
」
の

語
が
附
さ
れ
そ
の
旨
明
示
さ
れ
た
。
債
権
回
収
に
際
し
、
稲
叢
に
よ
っ
て
事
実
保
証
さ
れ
た
「
責
」
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
債
務
不
承
認
で

あ
れ
ば
そ
の
旨
を
同
じ
く
袈
書
に
よ
っ
て
証
言
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
債
務
不
承
認
の
際
の
愚
書
作
成
の

請
求
は
、
袈
書
本
来
の
持
つ
事
実
の
証
明
が
そ
の
目
的
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
債
務
者
の
言
い
逃
れ
を
防
止
し
債
務
を
承
服
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の

目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
事
書
が
か
か
る
機
能
を
持
つ
こ
と
は
、
本
稿
冒
頭
で
展
望
と
し
て
提
示
し
た
裁
判
図
式
に
如
何
に
関
係
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
袋
書
が

「
紛
う
か
た
無
き
真
実
」
で
あ
れ
ば
、
「
軟
弱
不
勝
任
吏
職
以
令
斥
免
」
の
場
合
に
候
官
で
作
成
さ
れ
る
裳
書
も
、
県
獄
で
の
鉱
毒
に
際
し
て
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作
成
さ
れ
る
裳
書
も
、
と
も
に
挙
劾
案
件
に
つ
い
て
の
事
実
の
記
載
と
い
う
同
一
機
能
の
文
書
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
墨
書
作
成
ひ
い
て
は

裁
判
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
被
疑
者
の
自
白
が
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
一
般
に
裁
判
で
の
被
疑
者
尋
問
は
罪
状

承
服
の
自
白
を
得
る
手
段
と
考
え
ら
れ
る
が
、
尋
問
の
結
果
作
成
さ
れ
る
袈
書
が
「
紛
う
か
た
無
き
真
実
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
尋
問
は
必
ず

し
も
罪
状
承
服
の
強
要
で
は
な
く
真
実
の
解
明
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
候
粟
田
所
髪
冠
恩
事
」
柵
書
で
二
度
に
亙
り
尋
問
さ

れ
た
冠
恩
の
二
通
の
愛
書
が
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
尋
問
が
一
特
に
「
恩
些
些
与
誓
書
相
応
、
疑
非
実
」
（
国
．
℃
．

男
器
”
ω
O
）
と
い
う
心
証
の
下
で
行
な
わ
れ
た
二
度
目
の
尋
問
に
お
い
て
さ
え
も
一
原
告
で
あ
る
盤
面
の
訴
え
を
如
何
な
る
手
段
を
用
い
て

も
冠
恩
に
承
服
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
言
書
の
機
能
を
か
く
考
え
る
な
ら
ば
、
言
言
に
よ
る
尋
問
は
真
実

の
解
明
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
他
の
方
法
一
た
と
え
は
候
官
に
よ
る
笈
書
の
作
成
一
…
に
よ
っ
て
真
実
が
解
明
さ
れ
被
疑
者
の

尋
問
が
必
要
で
な
い
場
合
は
、
尋
問
は
必
ず
し
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
裁
判
手
続
き
と
し
て
は
、
挙
劾
の
次
に
行
わ
れ
る
べ
き

は
挙
劾
案
件
に
つ
い
て
の
真
実
の
解
明
と
髪
書
の
作
成
で
、
そ
れ
が
謙
る
場
合
に
は
獄
に
お
け
る
被
疑
者
尋
問
に
よ
っ
て
、
ま
た
馨
る
場
合
は

候
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
紛
う
か
た
無
き
真
実
」
で
あ
る
言
書
と
「
劾
状
」
に
も
と
づ
い
て
次
の

「
禅
門
論
報
」
が
年
輩
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
事
実
は
蓑
書
に
よ
っ
て
既
に
確
定
し
て
い
る
以
上
、
「
訊
鞠
」
は
真
実
を
解
明
す
る
「
掠
治
」

と
は
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
全
く
別
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
真
実
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
「
訊
鞠
」
の
場
に
被
挙

義
者
は
必
要
な
く
、
従
っ
て
、
「
軟
弱
不
任
吏
職
以
令
斥
免
」
の
事
例
で
の
被
挙
尊
者
不
在
は
必
ず
し
も
例
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
な
お
、
こ
の
「
訊
鞠
画
報
」
が
袋
書
と
「
墓
標
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
点
に
漢
代
文
書
行
政
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
県
廷
へ
送
ら
れ
る
裳
書
が
「
紛
う
か
た
無
き
真
実
」
で
あ
れ
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
債
権
園
収
と
い
う
裁
判
i
劾
状
関
係
文
書

に
よ
る
刑
事
裁
判
に
対
し
て
民
事
裁
判
と
言
え
よ
う
か
…
…
の
展
開
に
お
い
て
も
、
か
か
る
密
書
の
機
能
は
重
要
な
意
昧
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ

う
。
債
権
者
が
正
書
に
よ
っ
て
債
権
の
事
実
保
証
を
し
た
場
合
、
債
務
者
が
偽
っ
て
債
務
不
承
認
を
自
証
す
る
こ
と
を
証
不
三
口
請
律
が
抑
制
す

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
債
務
者
は
債
務
を
承
服
し
、
債
権
・
債
務
問
題
は
債
務
者
が
自
証
袈
書
を
作
成
し
な
い
時
点
で
決
着
す
る
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こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
当
事
者
の
一
方
で
あ
る
債
務
者
が
反
論
し
な
い
こ
と
で
争
い
は
決
着
し
裁
判
は
終
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
極

め
て
単
純
化
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
か
か
る
裁
判
形
態
は
、
官
が
債
権
者
・
債
務
者
双
方
の
主
張
を
聴
取
し
て
真
実
を
解
明
し
判
決
を
下
す
こ

と
、
換
言
す
れ
ば
、
官
が
主
体
的
に
事
実
を
究
明
す
る
こ
と
で
終
結
す
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
が
手
を
引
く
こ
と
で
決
着
す
る
形
態
と
で
も

言
え
よ
う
か
。
こ
れ
は
冒
頭
に
図
示
し
た
裁
判
手
続
き
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
漢
代
裁
判
制
度
の
中
に
異
な
る
二
種
類

の
裁
判
手
続
き
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
候
粟
実
習
髪
冠
恩
事
」
柵
書
に
見
え
る
裁
判
手
続
き
が
そ
の
手

掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
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京
都
大
学
研
修
員
　
宇
治
市
小

B
）

漢代の裁判文書「愛書j（鷹取）
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　　　　　Yuansyu印書

A　Document　on　Legal　Procedure

by

TAKATORI　Yuji

　　In　Chinese　judicial　administration，　the　accused’s　confession　to　a　crime　was

indispensable　to　give　him　the　verdict　of　guilty．　Therefore，　tlte　interrogation　of

the　accused　to　extract　a　confession　£rom　hirn　played　aR　important　role　in　the　legal

procedure．　In‘HezhuaRg’documents（回状）of　Han　wooden　strips，　however，

there　is　an　exarnple　of　the　accused　not　being　interrogated，　but　even　in　this　case，

“Yuanshu”　documents　was　indispensable　in　legal　procedure．　Therefore　in　this

paper，　I　inquire　into　the　legai　effect　of　‘‘Yuanshu”　documents，　exami血g

“Yuanshu”　documents　drawn　up　as　part　of　the　procedure　of　coRecting　bills，　which

was　regarded　as　a　legal　procedure．

Das　Ntmberger　Patriziat　und　die　‘Ehre’　im　Spatmittelalter

von

TANal〈A　Toshiyuki

　　Anders　als　die　meisten　Stadte　fuhrte　das　Patriziat　in　der　oberdeutschen

Reichsstadt　Nttrnberg　ein　ungemein　streRges　Ratsregiment　seit　dem

Sp2tmitteialter．　Die　Epistel　Uber　die　Ratsverfassung　Ninrnbergs，　aus　der　ein　sehr

stabiles　Bild　vom　Patriziat　entnommen　ist，　hat　der　stadtische　Ratskonsulent
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Christoph　Scheurl　1516／17　vetfaBt．　lst　das　Bild　vom　Patriziat　Scheurls，　das　auf

das　Alter　und　die　Wttrde　von　Geburtsstand　gegrt1ndet　ist，　von　der　Wirklichkeit

weit　entfemt？　Waren　die　regimentsfahigen　Geschlechter　miteinander　poiitisch

gleichberechtigt？　Welche　Zusammensetzungen　und　Verhaltensformen　hatten　sie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（910）




